
平成２９年度 実行プログラム進行管理シート

【取組方針Ⅰ】先端技術や産業集積をいかした国際展開

　取組の方向性１　世界をけん引するビジネス拠点の創出

　　①キングスカイフロントを中心とした国際戦略拠点形成等

取組名 事務事業名 施策番号 取組の内容 2017（平成29）年度の取組内容
「2017（平成29）年度の取組
内容」に対する達成度

取組内容の実績等（取組内容に対
し、「未達成部分」又は「より達成で
きた部分」を記入してください。）

施策への貢献度（評
価）

評価の理由 今後の方向性 担当局

国際戦略拠点地
区整備推進事業

国際戦略拠
点地区整備
推進事業

４－４－１

国の特区制度などを活用して土地利用の誘導及び
企業等の誘致を図るとともに、地区の基盤整備等を
進めます。特にキングスカイフロントについては、ラ
イフイノベーションなどにより、京浜臨海部の持続的
な発展と日本の経済成長を牽引する国際戦略拠点
の形成に向けた取組を推進します。

・キングスカイフロントの価値を高める
企業等の誘致推進します。
・立地企業等の連携促進を図るエリア
マネジメントを本格実施します。
・民間企業と連携した利便性向上及び
研究活動を活性化するリフレッシュ機
能導入に向けた取組を推進します。
・電線類地中化など国際戦略拠点に
相応しい高水準・高機能な拠点整備を
検討・推進します。
・国立医薬品食品研究所を運営開始
します。
・ライフイノベーションセンターを運営し
ます。

３　ほぼ目標どおり

・大和ハウス工業が所有するA地区
内へは、オンコセラピー、大日本住
友製薬、また、ナノ医療イノベー
ションセンターへはSBIファーマ、日
東紡などの進出が決定しました。
・リサーチコンプレックス等の活用を
図りながら、異分野融合研究、拠点
内外の交流・連携の促進、立地機
関等で構成される協議会設立など
を実施しました。
・LiSE内へのATMの設置、弁当販
売やキッチンカー導入、コンビニの
進出決定など利便施設整備の取
組の推進を図りました。
・地区案内サインの設置、来年度
の電線共同溝整備着手に向けた
詳細設計など整備に向けた検討・
設計を行うとともに、羽田空港周辺
地区とのバス等の新たな交通ネット
ワークの形成に向けた検討を行い
ました。

A.貢献している

キングスカイフロントは、民間
の大規模な土地利用転換を
捉え、羽田空港との近接性な
どの地域特性を活かし、成長
戦略分野であり、超高齢社会
の課題解決に貢献するライフ
サイエンス分野の戦略拠点形
成を進めており、世界トップク
ラスの企業に加え、最先端技
術を有する研究機関や大学
等が順調に目標を達成して集
積しているなど、施策に貢献
しています。

キングスカイフロントを世界最
高水準の魅力ある研究開発拠
点とするため、国際戦略拠点
に相応しい高水準・高機能な
拠点整備を引き続き推進する
ほか、国の「リサーチコンプレッ
クス推進プログラム」等を活用
しながら、異分野融合研究、人
材育成、事業化支援によるイノ
ベーション創出に取り組むとと
もに、産学・産産連携など地域
産業への波及促進を目指しま
す。また、移転・拡充するマネ
ジメントセンターの交流ラウン
ジ等を活用し、立地機関等で
構成する協議会を通じて、域
内外の交流・連携を促進しま
す。

臨海部
国際戦
略本部

臨海部のＰＲ推進
臨海部活性
化推進事業

４－４－１

国際的なイノベーション拠点の形成に向け、国内外
における川崎臨海部の認知度を高め、ブランドの確
立を図るため、メディア戦略や市民向け広報の実施
など、川崎臨海部の最新動向や本市の取組等を発
信します。

・最新動向に合わせたブランディング
戦略の実施
・各種メディア等への広報活動の実施
・市民向け広報の実施

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

最新動向に合わせたブラン
ディング戦略を実施し、各種メ
ディア等への広報活動とし
て、多くの新聞、広報誌等に
関連記事が掲載された結果、
広告換算費が前年度を上回り
ました。また、市民向け広報と
して、年間目標どおり３回の
ニュースレターを発行したほ
か、ＰＲ動画を作成しました。

最新動向に合わせたＰＲ・ブラン
ディング戦略を実施するとともに、
臨海部が有する地域資源やそれ
を伝える手法を一元的に把握し、
市民団体や学校等のニーズに
合った場の創出等のPR活動を企
業と連携しながら戦略的に推進し
ます。また、市民向けニュースレ
ターの発行や、メディアを活用した
臨海部の戦略的情報発信等を行
い、番組や記事に取り上げてもら
うことで、市民をはじめ国内におけ
る認知度を高め、イメージアップを
図ります。

臨海部
国際戦
略本部

新川崎・創造のも
り推進事業

新川崎・創
造のもり推
進事業

４－２－３

新川崎・創造のもりを拠点とした産学共同研究開発
を促進するとともに、新たな産学交流・研究開発施
設の整備を行います。

・K2タウンキャンパスの管理・運営
・K2セミナー等の開催（5回以上）
・NANOBICを拠点とした産学共同研究
の推進
・民間事業者による施設の整備工事
・指定管理者の公募・選定及び入居企
業の募集

３　ほぼ目標どおり

NANOBICを拠点とした産学共同研
究の推進については、大学がク
リーンルーム内に保有する研究機
器の共同利用事業について、新規
の機器利用企業数が増加している
など成果が上がっています。

A.貢献している

新川崎・創造のもりを拠点とした
産学共同研究開発について、か
わさき新産業創造センター、K2タ
ウンキャンパスと連携し、連携事
例の創出に貢献しているため。ま
た、産学交流・研究開発施設に
ついても平成３１年１月の供用開
始に向けて民間事業者と連携し
ながら整備を進めることができて
いるため。

新川崎・創造のもりにおけるかわ
さき新産業創造センターの指定管
理制度による管理運営方法や、
K2タウンキャンパスの新たな協定
締結に向けた制度設計など、各
事業者や関係機関と協議を行い
ながら手法を改善し事業を継続し
ていく必要があります。

経済労
働局

羽田連絡道
路整備事業

４－４－１

羽田連絡道路は、国主催の「羽田空港周辺・京
浜臨海部連携強化推進委員会」において、平成
32年を目指した成長戦略拠点の形成を支えるイ
ンフラとして、本市と東京都、国土交通省が協力
して事業に取り組んでいくことが確認されていま
す。平成29年度から工事着手を予定しており、
平成32年の完成を目指し、引き続き取組を進め
るとともに、供用後のアクセス機能等の充実を推
進していきます。

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

キングスカイフロントと羽田空港周
辺の連携を強化し、我が国の経
済の発展を牽引する成長戦略拠
点の形成を支えるインフラとして、
連絡道路の取組を進めている。
工事着手に向けて必要な取組
（都市計画、環境影響評価など）
は完了し、平成29年6月工事に着
手している。

臨海部
国際戦
略本部

羽田連絡道
路整備事業

４－４－１

同上

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

同上 羽田連絡道路は、国主催の「羽田空
港周辺・京浜臨海部連携強化推進委
員会」において、平成32年を目指した
成長戦略拠点の形成を支えるインフラ
として、本市と東京都、国土交通省が
協力して事業に取り組んでいくことが
確認されている。平成29年度から工事
に着手し、平成32年の開通を目指し、
引き続き取組を進める。

建設緑
政局

羽田連絡道路整
備事業

羽田連絡道路の早期整備に向けた取組等を進め
ます。



　　②海外との港湾物流の促進

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

ポートセールス事
業

ポートセー
ルス事業

４－４－２

川崎港の利用促進を図るため、取扱貨物の増加や
新規航路の開設に向けたポートセールスを推進し
ます。

・川崎港戦略港湾推進協議会と連携し
た国内外でのポートセールス活動を実
施します。
・東南アジアでの川崎港セミナー等を
開催予定

２　目標を上回った

・タイ航路の誘致に向けて、川崎港
戦略港湾推進協議会と連携し、国
内及びタイ現地で荷主へのセール
スを実施し、船社との具体的な協
議につなげることができました。

A.貢献している

・川崎港戦略港湾推進協議会
による官民一体となった航路
誘致の取組により、船社の間
で川崎港への関心が高まって
いることが確認されています。
・新規荷主開拓、荷主荷主へ
のフォローアップを通じて集荷
に取り組み、平成29年（暦年）
のコンテナ貨物取扱量（公共）
は過去最高の約12万TEUとな
りました。

貨物集荷・航路誘致に際して
は、官民一体となった取組が
不可欠であり、川崎港戦略港
湾推進協議会による誘致活動
を継続します。

港湾局

東アジアの国際ハ
ブポート形成に向
けた京浜３港の連
携

京浜港広域
連携推進事
業

４－４－２

アジア諸港との競争の中で川崎港がプレゼンスを
発揮するため、東京港、横浜港からなる京浜３港の
連携を深め、一体となって貨物集荷や港湾機能の
充実・強化を進めることで、京浜港の国際競争力の
強化に向けた取組を進めます。

・港湾運営会社の運営状況に対する
助言、指導を行います。
・「京浜港の総合的な計画」に基づき、
川崎港の特徴を活かした取組を進める
ことにより、貨物取扱量の増加を図りま
す。

３　ほぼ目標どおり

・港湾運営会社の運営に対する助
言、指導等を行いました。
・川崎港の特徴を活かした取組を
進めることにより、平成２９年度のコ
ンテナ貨物取扱量が前年比120％
を超える見込みとなりました。

A.貢献している

港湾運営会社との連携や、川
崎港の特徴を活かした集荷活
動により、平成２９年度のコン
テナ貨物取扱量は７年連続で
増加となり、京浜港の国際力
強化に貢献しました。

港湾運営会社と連携し、更な
る航路誘致、貨物集荷に向け
た取組を行います。

港湾局

友好港ダナン港と
の交流推進

友好港交流
推進事業

４－４－２

ダナン港と川崎港の発展と、相互利用の促進につ
ながる人材交流及び情報交換を進めます。

ダナン港訪問団が川崎港に来訪し、
ポートセールスや意見交換を実施する
予定

３　ほぼ目標どおり

ダナン港長、以下３名が川崎港を
訪問し、港湾の管理運営に係る意
見交換及び新規航路誘致に向け
た協議を行うとともに、人的交流の
促進について情報交換を行いまし
た。

A.貢献している

ダナン港との友好港交流は２
０年以上の取組ですが、時期
に応じて交流の目的や取組
内容を検討し、交流の成果が
両港の発展に寄与するよう取
り組んでいます。

引き続き、ダナン港との間で定
期的な情報交換に努め、取扱
貨物量の増大に向けた港湾の
管理運営・ポートセールスの方
法を共有するとともに、人的交
流を継続してまいります。

港湾局

連雲港港との交流
推進

友好港交流
推進事業

４－４－２

連雲港港と川崎港の発展と、相互利用の促進につ
ながる人材交流及び情報交換を進めます。

連雲港港訪問団が川崎港に来訪し、
ポートセールスや意見交換を実施する
予定

３　ほぼ目標どおり

連雲港港訪問団の来川は、先方都
合により見送られましたが、今年度
の覚書更新手法等の項目につい
て、メールを通じて調整交渉を続け
ました。

A.貢献している

川崎港と連雲港港は平成１２
年に交流協議書を交わして以
降交流を続けており、特に近
年は平成２４年以降に開設さ
れたコンテナ定期航路の安定
化とさらなる取扱量の増加を
目指して取り組んでいます。

引き続き、連雲港港との間で
定期的な情報交換に努め、取
扱貨物量の増大に向けた港湾
の管理運営・ポートセールスの
方法等を共有し、直行航路の
維持・拡充に向けた取組を進
めます。 港湾局

　　③高度人材の呼び込みに向けた環境づくり

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

京急川崎駅
周辺地区整
備事業

４－５－１

民間再開発事業等の事業化に向けた
誘導・支援
・川崎駅北口第２街区10番館ビルの早
期事業着手に向けた調整
・京急川崎駅西街区の事業着手に向
けた調整

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

川崎駅北口第２街区10番館ビ
ルの事業により当該区の整備
は完了します。事業着手の条
件となっていた街区指定手続
きが進められることにより、事
業の早期着手に結びつき、川
崎駅周辺整備の一助となりま
す。

民間の土地利用転換のタイミ
ングを捉え、適正な土地利用
の誘導とともに、これらの進捗
に合わせた脆弱な都市基盤の
再編整備について計画どおり
事業を継続します。

まちづく
り局

JR川崎駅北
口自由通路
等整備事業

４－５－１

・（仮称）川崎駅北口行政サービス施
設の開設に向けた関係部署等との調
整及び開設準備 ３　ほぼ目標どおり A.貢献している

本市を訪れる外国人観光客
に対し、多言語による案内・情
報発信を行うことで市の魅力
発信の強化につながりまし
た。

今後も外国人の利用者増加が
見込まれることから、多言語に
よる案内・情報発信を推進しま
す。

経済労
働局

川崎駅周辺の国
際化に対応したま
ちづくり

「川崎駅周辺総合整備計画」や「京急川崎駅周辺
地区まちづくり整備方針」に基づき、国際化を見据
えた都市拠点の形成や多言語による案内・情報発
信の充実を図ります。



　取組の方向性２　企業の海外展開による国際競争力の強化

　　①企業の海外ビジネス展開支援

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

海外販路開拓事
業

海外販路開
拓事業

４－１－１

海外での販路開拓に係る機会の創出、国内外での
フォローアップ等を通じ、市内企業の海外ビジネス
展開を促進します。

・川崎市海外ビジネス支援センター（Ｋ
ＯＢＳ）にて、市内企業の海外展開に
向けたワンストップサービスの実施
・中国等における市内企業の展示会
出展支援、商談会の実施
・海外現地におけるサポート拠点を活
用した支援の実施
・川崎日中産業交流協会、川崎国際ビ
ジネス交流推進協議会を通じたセミ
ナー、交流会の開催

２　目標を上回った

川崎市海外ビジネス支援センター
の支援件数が拡大しました。

A.貢献している

海外展開支援には、国内での
相談業務、海外での展示会
等出展業務及びサポート業務
等を一体化させた事業が有効
的になっています。

市内企業の海外展開ニーズは
進出国、進出形態等が多様化
しており、本市がこうしたニー
ズをキャッチアップしていくた
めにも、国内、海外でのサ
ポート体制を拡充していく必要
があります。

経済労
働局

アジア起業家の誘
致・交流促進

アジア企業
家誘致交流
促進事業

４－１－１

アジア各国からのベンチャー企業等を誘致するとと
もに、市内企業と交流促進を図ることで、市内産業
の活性化を図ります。

・上海ミッションの実施
・上海市より環境技術研修生の受入

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

B.やや貢献している

アジア起業家養成塾について
は、アジア起業家村への入居
企業がなくなることから、独自
で開催する意義が薄れてたた
め、平成29年度で事業を廃止
しています。 経済労

働局

日本貿易振興機
構横浜貿易情報
センターとの連携

対内投資促
進事業

４－１－１

市内企業の貿易振興や海外展開などの国際ビジ
ネス支援を行うほか、海外から市内への投資を促進
するため、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェト
ロ）との連携により相談業務、情報提供、国際ビジネ
スセミナー開催、商談アレンジなどの様々な支援を
行います。

・ジェトロ共催による海外ビジネスセミ
ナーの開催

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

ジェトロ横浜との連携により、
市内企業の貿易振興に関す
る相談、情報提供等の国際ビ
ジネス支援を行うとともに、市
内進出を検討している外国企
業への本市PRを行いました。

引き続き海外ビジネスセミナー
等の開催による市内企業への
情報提供等を通じた国際ビジ
ネス支援を行うとともに、市内
への外国企業の誘致に向けた
本市PRを行っていきます。

経済労
働局

中国福祉産業連
携モデルの推進

ウェルフェア
イノベーショ
ン推進事業

４－２－２

中国を福祉産業の新規市場の一つと位置づけ、展
開を目指す企業間の連携によって事業を推進しま
す。

・ウェルフェアイノベーションの推進
・かわさき基準推進事業の実施

３　ほぼ目標どおり

第2期ウェルフェアイノベーション推
進計画における創出プロジェクトを
13件、活用プロジェクトを10件推進
しました。
かわさき基準認証福祉製品として
16製品を認証しました。

C.貢献の度合いが薄
い

川崎をフィールドとした新たな
製品・サービスの創出・活用
プロジェクトは推進したもの
の、それらをふまえた国際展
開へは、タイミングや企業等の
海外進出の意向などから実績
がなかったため。

経済労
働局



　取組の方向性３　海外への先端環境技術移転によるビジネス展開

　　①環境産業のグローバル化の促進

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

国際環境産業推
進事業

国際環境産
業推進事業

４－１－１

「グリーン・イノベーション推進方針」に基づき、新た
な環境関連ビジネスの創出やビジネスマッチングを
促進します。

・川崎国際環境技術展の開催
・JCM事業等の実施（ミャンマー・ヤン
ゴン市他）
・フォーラム、セミナー等の開催
・HP等を通じて情報発信

３　ほぼ目標どおり

川崎国際環境技術展2017におけ
るビジネスマッチング件数が拡大し
ました。

A.貢献している

川崎国際環境技術展2017で
は優れた環境技術を求めて
来場された方々と出展企業・
団体とのビジネスマッチングの
場を提供できました。

より多くのビジネスマッチングを
促進できるよう川崎国際環境
技術展をはじめとした各種取
組を進めてまいります。

経済労
働局

環境調和型まち
づくり（エコタウン）
推進事業

環境調和型
まちづくり
（エコタウン）
推進事業

４－２－２

川崎エコタウン立地企業における資源循環等の取
組を支援することで、環境調和型のまちづくりを推
進します。

・エコタウンの情報発信、エコ学習の実
施
・エコタウン立地企業の支援

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

環境省の補助事業の採択を
受け、市内企業等とともにエコ
タウン高度化の調査事業を実
施し、また情報発信を行って
まいりました。

エコタウンの高度化に向けて
引き続き立地企業の取組の支
援や情報発信を行ってまいり
ます。 経済労

働局

環境調和型
まちづくり
(エコタウン)
推進事業

４－２－２

川崎エコタウンなどの環境関連施設の
視察を受け入れ、先端技術等の情報
を海外へ発信します。 ３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

海外の様々な国からの視察を
約650名受け入れ、川崎の環
境技術を海外へ発信してまい
りました。

引き続き海外からの視察も受
け入れ、環境技術等の発信を
行うことで、国際展開を推進し
てまいります。

経済労
働局

地球温暖化
対策事業

３－１－１

・かわさきエコ暮らし未来館の運営（視
察者、見学者受入れ）
・環境教室等のイベントの開催
・企業や関連団体の主催するイベント
等への出張講座の実施等

３　ほぼ目標どおり

・平成29年度来館者数13,870人（う
ち外国人来館者数1,022人）
・夏休み環境教室５日間、ミニ環境
教室全43回、バスツアー1回開催
・イベント等への出張講座４回実施

A.貢献している

視察の受け入れや取材を通し
て、メガソーラーをはじめ川崎
市の環境配慮への取組を発
信しているため。

東京オリンピック・パラリンピッ
クを契機として、施設の魅力向
上を図り、より多くの諸外国か
らの来館者の増加を図る。

環境局

国際環境技
術連携事業

３－１－１

海外からの視察・研修を受け入れ、環
境技術を活かした国際貢献に取り組み
ました。
平成29年度は、23件、298名を受け入
れました。

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

海外からの視察・研修を受け
入れ、環境技術を活かした国
際貢献に取り組むことができ
ました。

海外からの視察者・研修生の
受入を通年で支援し、環境技
術を活かした国際貢献に取り
組みます。

環境局

　　②上下水道分野における官民連携による国際展開

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

上下水道分野に
おける国際展開
推進事業

上下水道分
野における
国際展開推
進事業

４－１－１

世界の水環境改善に向けて、水関連企業と連携し
て上下水道分野の国際展開を推進します。

かわさき水ビジネスネットワークを通じ
た水関連企業の海外展開支援の推進

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

かわさき水ビジネスネットワー
クを通じた水関連企業の海外
展開支援の推進について、平
成２９年度の目標値を達成す
るなど、施策に貢献していま
す。

かわさき水ビジネスネットワークを
通じた水関連企業の海外展開支
援の推進について、平成２９年度
の目標値を達成したことから、引き
続き取組を推進していきます。

上下水
道局

環境関連施設の
視察受入

川崎エコタウンなどの環境関連施設の視察を受け
入れ、先端技術等の情報を海外へ発信します。



【取組方針Ⅱ】強みと魅力を活かした世界的プレゼンスの向上

　取組の方向性１　国際的認知度向上の促進

　　①先端技術都市・かわさきの世界的アピール、国際貢献

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

インドネシア・バン
ドン市との都市間
連携による低炭素
都市形成支援の
取組

国際連携・
研究推進事
業

３－１－１

インドネシア・バンドン市が目指す低炭素社会実現
のための取組を支援します。

ＪICA草の根技術協力事業地域活性化
特別枠において採択された平成29年
度分の事業実施スケジュールに則り、
バンドン市の廃棄物管理能力向上を
支援するとともに、並行して覚書に記
載された他の協力分野における都市
間連携協力の展開可能性について模
索していきます。

３　ほぼ目標どおり

ＪICA草の根技術協力事業地域活性化特別
枠において採択された平成29年度分の事
業実施スケジュールに則り、バンドン市の廃
棄物管理能力向上を支援しました。また、並
行して覚書に記載された他の協力分野にお
ける都市間連携協力の展開可能性につい
て協議を行い、排水管理についての具体的
なプロジェクト構築について検討しました。

B.やや貢献している

インドネシアバンドン市におけ
る廃棄物管理能力向上を支
援することで、川崎発環境技
術や川崎市の環境行政ノウハ
ウの海外展開の具体化の検
討につながっています。

ＪICA草の根技術協力事業地域活
性化特別枠において採択された
平成30年度分の事業実施スケ
ジュールに則り、バンドン市の廃
棄物管理能力向上を引き続き支
援するとともに、並行して覚書に
記載された他の協力分野のひと
つである排水管理についての具
体的なプロジェクト構築について
検討します。

環境局

マレーシア・ペナ
ン州との都市間連
携による低炭素都
市形成支援の取
組

国際連携・
研究推進事
業

３－１－１

マレーシア・ペナン州が目指す低炭素社会実現の
ための取組を支援します。

別予算で実施されるアジア太平洋エコ
ビジネスフォーラム等での協議機会を
通じて、ペナン州政府の環境課題の把
握に努め、引き続き連携・調整を行っ
ていくとともに、必要に応じて支援等を
行います。

３　ほぼ目標どおり

アジア太平洋エコビジネスフォーラ
ム等での協議機会を通じて、ペナ
ン州政府と新規プロジェクトについ
て協議を行い、具体的なプロジェク
トの構築について検討をしました。

B.やや貢献している

ペナン州政府との連携・調
整、調査内容についての協議
を継続的に行うことで、川崎発
環境技術や川崎市の環境行
政ノウハウの海外展開の具体
化の検討につながっていま
す。

ペナン州政府との新規プロ
ジェクトについての協議をj継
続して行い、具体的なプロジェ
クトの構築について検討しま
す。

環境局

ミャンマー・ヤンゴ
ン市との都市間連
携による低炭素化
支援の取組

国際環境産
業推進事業

４－１－１

ミャンマー・ヤンゴン市が目指す低炭素社会実現の
ための取組を支援します。

環境省JCM（二国間クレジット）事業と
して、ヤンゴン市の低炭素化に向けた
取組支援を行います。

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

・都市間連携事業を通じてヤ
ンゴン市との環境ビジネスに
向けた関係構築が進展しまし
た。
・本事業がきっかけとなり、ミャ
ンマーのチョウ・ウィン計画・財
務大臣に川崎臨海部のリサイ
クル企業を視察いただき、市
内中小企業の優れた環境技
術を紹介する機会を創出しま
した。

市内企業の環境技術、製品に
よる現地での新規環境ビジネ
ス案件の創出を目指します。

経済労
働局

地球温暖化対策
の推進

地球温暖化
対策事業

３－１－１

市民・事業者などの多様な主体との協働により、温
室効果ガス削減の取組（緩和策）とともに、温暖化
に起因する異常気象等の気候変動への適応策を
推進します。

・気候変動枠組み条約第21回締約国
会議（ＣＯＰ21）における2020年以降の
温室効果ガス削減のための新たな枠
組みが合意されたこと（パリ協定）や、
国の地球温暖化対策計画の策定を踏
まえ、「川崎市地球温暖化対策推進計
画」の改定を2016（平成28）年度から
2017（平成29）年度で行います。
・2016（平成28）年6月に策定した「川
崎市気候変動適応策基本方針」に基
づく具体的な取組を「川崎市地球温暖
化対策推進計画」の改定の中で検討
します。
・低CO２川崎ブランド等推進協議会に
よる製品の認定・認証業務を実施する
とともに、認定・認証製品の普及に向け
た取組を推進します。

３　ほぼ目標どおり

・「川崎市地球温暖化対策推進計画」
について、2017（平成29）年11月に環
境審議会から答申を受け、パブリックコ
メントを実施し、2018（平成30）年3月に
改定しました。
・気候変動適応策については、2016
（平成28）年6月に策定した「川崎市気
候変動適応策基本方針」を「川崎市地
球温暖化対策推進計画」に統合し、治
水・水害対策、熱中症対策、感染症対
策、暑熱対策等の事務事業を位置付
けました。
・低CO２川崎ブランド等推進協議会に
よる製品の認定・認証業務を実施する
とともに、認定・認証製品の普及に向け
た取組を推進しました。
（低CO2川崎ブランド認定製品：全76
件）

B.やや貢献している

平成29年度に地球温暖化対
策推進計画を改定するなど着
実に取組を推進できているた
め、一定程度の施策への貢献
はありました。

改定後の地球温暖化対策推
進計画に基づき、引き続き、温
室効果ガス排出量削減の取組
（緩和策）と気候変動への適応
策を着実に推進していきます。
また、低ＣＯ２川崎ブランド認
定については、協議会構成団
体等のネットワークを活かしな
がら、認定の拡大に向けて取
組を進めます。 環境局



環境エネルギーの
推進

地球温暖化
対策事業

３－１－１

低炭素社会の構築や自立分散型エネルギーの確
保に向けて創エネ・省エネ・蓄エネを組み合わせ、
総合的なエネルギーに関する取組を推進します。

・エネルギーの取組に関するリーディン
グプロジェクトを選定及び推進していき
ます。
・市民及び事業者等に対して、様々な
機会を通じて情報発信を行っていきま
す。
・かわさきエコ暮らし未来館等を活用し
た環境エネルギー等に関する普及啓
発を実施します。

３　ほぼ目標どおり

・「川崎市エネルギーの取組に関する
推進会議」を開催し、リーディングプロ
ジェクトの選定及び推進を行いました。
・「かわさき環境エネルギーセミナー」を
開催し、エネルギーに関する取組や地
球温暖化対策、国の動向等について
情報提供を行いました。
・かわさきエコ暮らし未来館において環
境教室などを開催し、エネルギーに関
する普及啓発を実施しました。

B.やや貢献している

エネルギーの取組を推進する
ことにより、公共施設や住宅等
への創エネ・省エネ・蓄エネの
導入が進み、低炭素社会の
構築や自立分散型エネル
ギーの確保が進むとともに、
情報発信により市民・事業者
の環境意識の向上も図り、一
定程度施策に貢献していま
す。

環境局

国際戦略拠点プ
ロモーションの推
進

臨海部活性
化推進事業

４－４－１

キングスカイフロントにおける企業の研究内容を紹
介するメールニュースなどの情報発信や、国際展
示会に出展するなど、国内外の高度人材・企業等と
のネットワーク構築に向けた取組を推進します。

・キングスカイフロント公式ウェブサイト
を運営します。
・研究内容に特化したウェブニュースレ
ターを発行（年３回）します。
・国際総合バイオイベント「Ｂｉｏ Japan」
へ出展します。 ３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

キングスカイフロント公式ウェ
ブサイトを円滑に運営し、研究
内容に特化したウェブニュー
スレターを年間目標どおり３回
発行しました。国際総合バイ
オイベント「Ｂｉｏ Japan」へにつ
いても、関連団体と共同出展
し、効果的に運営しました。

　キングスカイフロントの拠点
形成に向けて、国内外のグ
ローバル企業や研究機関、研
究者を対象とするＰＲを推進
し、世界的な知名度向上と連
携促進を図ります。

臨海部
国際戦
略本部

環境技術情報収
集・発信の取組

国際環境技
術連携事業

３－１－１

川崎の産業公害の歴史、先進的な取組などの情報
を収集し、環境ポータルサイトを活用して国内外へ
情報を発信します。

川崎市の先進的な取組などの情報を
収集し、環境ポータルサイトを活用して
国内外へ情報を発信することができま
した。

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

川崎市の先進的な取組など
の情報を収集し、環境ポータ
ルサイトを活用して国内外へ
情報を発信することができまし
た。

川崎市の先進的な環境技術
情報を収集し、ポータルサイト
を活用して国内外へ発信しま
す。

環境局

廃棄物処理分野
での国際貢献の
推進

廃棄物企画
調整事業

３－２－２

本市と協定や覚書を締結した海外都市を中心に、
廃棄物処理や3Ｒの取組について海外都市の行政
担当者や企業担当者に対して、本市のこれまでの
経験や技術を活かした支援を行います。

海外都市等からの要請に応じ、関係部署と
調整を行っていくとともに、本市の廃棄物
処理に関する講義及び施設見学を通じた
意見交換等を行っていきます。

３　ほぼ目標どおり

海外都市等からの要請に応じ、関係部
署と調整の上、海外都市の行政担当
者等に対し、本市の廃棄物処理に関
する講義及び施設見学を通じた意見
交換等を計７回実施しました。 A.貢献している

廃棄物処理に関する講義及び施
設見学を通じた意見交換等の実
施により、海外都市における廃棄
物の適正処理、３Rの取組の推進
及び本市の国際的認知度向上に
貢献していると考えられます。

海外都市の行政担当者や企業担
当者に対して、本市のこれまでの
経験や技術を活かした支援を行う
ことは、当該都市における廃棄物
の適正処理、３Rの取組の推進及
び本市の国際的認知度向上に貢
献すると考えられることから、当該
事業を現状のまま継続します

環境局

アジア起業
家誘致交流
促進事業

４－１－１

・上海ミッションの実施
・上海市より環境技術研修生の受入

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

B.やや貢献している

上海市循環経済交流事業を
通じて、市内企業の中国での
環境ビジネスの機会を支援し
ました。

本年度海外展開支援策の再
構築について再検証を行うた
め、これに併せて本取組につ
いても検討します。

経済労
働局

国際環境技
術連携事業

３－１－１

環境技術研修として、瀋陽市環境保護局
の事務職員2名を平成29年7月3日～7月7
日の5日間、技術職員2名を平成29年11月
5日～25日の21日間受け入れました。

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

瀋陽市の環境技術向上に資
する研修・視察を実施すること
ができました。

瀋陽市環境技術研修生を受
け入れ、瀋陽市の環境改善に
向けた取組の支援を行いま
す。

環境局

上下水道分野に
おける技術協力

上下水道分
野における
国際展開推
進事業

４－１－１

世界の水環境改善に向けて、職員の派遣や研修
生・視察者の受入等を通じた技術協力による国際
貢献を行います。

ＪＩＣＡ等を通じた専門家派遣や研修
生・視察者受入れの推進

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

ＪＩＣＡ等を通じた専門家派遣や研
修生・視察者受入れの推進につ
いて、平成２９年度の目標を達成
するなど、施策に貢献していま
す。（専門家派遣：3名、研修生・
視察者の受入人数：129名）

ＪＩＣＡ等を通じた専門家派遣や研
修生・視察者受入れの推進につ
いて、平成２９年度の目標値を達
成したことから、引き続き取組を推
進していきます。

上下水
道局

グリーン・イノベー
ション・国際環境
施策推進事業

グリーン・イ
ノベーショ
ン・国際環
境施策推進
事業

３－１－１

本市との強みと特徴である、環境技術・産業の集積
を活かし、国際貢献を果たすとともに、次世代の川
崎の活力を生み出し持続可能な社会を創造してい
きます。

グリーンイノベーションの創出を目指す
研究会を開催します。
グリーンイノベーションのリーディングプ
ロジェクトの映像制作を行うとともに、展
示会の出展等を通じて市内外に情報
発信を行い認知度向上に努めます。

３　ほぼ目標どおり

イノベーションの創出に向けた研究
会を２テーマで各４回ずつ開催しま
した。また、リーディングプロジェクト
に係る映像制作を行うとともに、本
市のグリーンイノベーションの取組
を展示会やデジタルサイネージ等
を通じて情報発信しました。

B.やや貢献している

着実に取組を推進できている
ため、一定程度の施策への貢
献ができていると考えます。

グリーンイノベーション推進方
針に基づき、環境技術・産業
を活かした持続可能な都市の
創造に向けて、適宜事業を見
直しながら推進していきます。

環境局

UNEP等、国際機
関と連携した国際
貢献の推進

国際環境技
術連携事業

３－１－１

国連環境計画(UNEP）との連携により、本市の有す
る環境技術や経験を活かし、工業化途上の都市の
環境対策や環境配慮の取組への支援を推進しま
す。

市内の優れた環境技術や国内外の環
境課題への取組についての情報交換
及び参加都市間との信頼関係の醸成
を目的に、平成30年2月1、2日にエコ
ビジネスフォーラムを開催しました。

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

市内の優れた環境技術や国
内外の環境課題への取組に
ついての情報交換及び参加
都市間との信頼関係を醸成す
ることができました。

市内の優れた環境技術や国
内外の環境課題への取組に
ついての情報交換及び参加
都市間との信頼関係の醸成を
目的に、フォーラムを開催しま
す。

環境局

水素戦略推進事
業

水素戦略推
進事業

４－２－４

「水素社会の実現に向けた川崎水素戦略」に基づく
取組を推進します。

・水素ネットワークの構築に向けた技術面・運用面等の
検証結果を踏まえた取組を推進します。
・再生可能エネルギーと水素を用いた自立型エネル
ギー供給システム共同実証事業を実施します。
・使用済みプラスチック由来低炭素水素を活用した地域
循環型水素地産地消モデル実証事業を実施します。
（パイプラインを利用した水素の供給開始）
・再エネ等由来水素活用燃料電池フォークリフト実証事
業を実施します。（フォークリフト実証機追加導入・検
証）
・新たな水素・燃料電池技術の利活用方策を検討しま
す。
・水素の社会認知度の向上に向けてPR・情報発信をし
ます。・パッケージ型水素ステーション実証を実施しま
す。
・川崎水素ネットワークを構築します。

３　ほぼ目標どおり

・左記の取組に加え、パッケージ型水
素ステーションの実証を開始するととも
に、水素ネットワーク構築に向けた具体
的な検討を進めました。
・燃料電池フォークリフトについては、
市内で６台導入して本格実証開始しま
した。
・ＰＲ活動については、59件実施でし
た。

A.貢献している

水素・燃料電池のリーディングプ
ロジェクトを６件推進し、いずれも
目標どおり達成できたことから、
施策への貢献はありました。

リーディングプロジェクトを着実に
推進するとともに、川崎水素戦略
における第２ステップ（2020～
2040年頃）に向けて、各リーディン
グプロジェクトの成果等を踏まえな
がら新たな水素の事業モデル化
に取り組みます。利用者のニーズ
に合った水素を安定的に臨海部
及び周辺地域に供給するため
の、水素の製造、輸送、貯蔵、利
用に至るパイロットシステムとなる
「川崎水素ネットワーク」の構築に
向けた検討を進めます。

臨海部
国際戦
略本部

中国・瀋陽市・上
海市と連携した環
境改善の取組

本市と瀋陽市・上海市の間で締結した協定・覚書に
基づき、瀋陽市・上海市の環境改善に向けた取組
の支援を行います。



　　②世界に発信できる魅力づくり

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

ミューザ川崎シン
フォニーホールの
取組の発信

川崎シンフォ
ニーホール管
理運営事業

４－８－３

世界屈指の音響を誇るミューザ川崎シンフォニー
ホールの取組を国内外に発信し、川崎のイメージ
アップを図ります。

平成29年11月5日にボストン交響楽団、11月19
日にロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、11月
23日にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の公
演を予定しています。

３　ほぼ目標どおり

平成29年11月5日にボストン交響楽団、11
月19日にロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽
団、11月23日にベルリン・フィルハーモニー
管弦楽団の公演を行いました。

B.やや貢献している

世界有数のオーケストラ公演を行うこ
とでミューザ川崎シンフォニーホール
の魅力を世界に発信しました。

引き続き世界有数のオーケストラ公演
を実施し、良質な音楽を提供します。 市民文

化局

音楽のまちづくり
の推進

音楽のまちづく
りの推進事業
（アジア交流音
楽祭開催負担
金）

４－８－３

多様な活動団体等と協働・連携しながら、音楽を通
じた国際交流や国際理解の機会を提供します。

平成29年4月22日・23日に、川崎駅周辺8会場で
開催

３　ほぼ目標どおり

平成29年4月22日・23日の2日間にわたり、
「音楽のまち・かわさき　アジア交流音楽祭２
０１７」を川崎駅周辺8会場で開催しました。 B.やや貢献している

アジアを中心とした各国の文化が多
彩に根付いている、川崎らしい「音楽
のまち」の魅力を発信しました。

引き続き川崎らしい「音楽のまちづく
り」の取組として、広くアジアの市民が
音楽を通して交流する機会を創出して
いきます。

市民文
化局

競技スポーツ大会
開催・支援事業

競技スポー
ツ大会開
催・支援事
業

４－８－１

国際大会等の開催や競技スポーツ活動の支援を
通じ、市民がスポーツを観る、支える、楽しみを感
じ、自らもスポーツに参加する取組を進めます。

・国際陸上競技大会（ゴールデングランプリ
川崎）の開催
・川崎国際多摩川マラソンの開催
・多摩川リバーサイド駅伝の開催
・国際トランポリンジャパンオープンの開催
・ブラインドサッカークラブチーム選手権の
開催

３　ほぼ目標どおり

2017 川崎国際多摩川マラソンでは、神
奈川県警察本部及び、中原警察署、
高津警察署との交渉の末、参加定員を
590名増員することができました。

A.貢献している

国際陸上競技大会（ゴールデングラ
ンプリ川崎）及び国際トランポリンジャ
パンオープンの開催により、川崎市の
知名度の向上が図れたとともに、プレ
イベントやサブイベントにおける外国
人選手と小学生等との交流や、川崎
国際多摩川マラソンへの外国人市民
の参加など、スポーツを通じた国際交
流について取組を推進しました。

国際大会や大規模イベント等の開催
を通じて、スポーツを「する、観る、支え
る」という市民のスポーツ参画人口の
拡大を図っていくことは、スポーツのま
ちづくりを推進していく上で、重要かつ
効果的な取組であることから、今後も
継続的に実施します。さらに、現在の
大会等が、より効果的なものになるよう
改善を図っていくとともに、障害者競技
スポーツ大会の開催等についても取
組を進めます。

市民文
化局

東京オリンピック・
パラリンピック開催
に向けた取組

東京オリン
ピック・パラリ
ンピック推進
事業

４－８－１

東京2020オリンピック・パラリンピック大会を契機とし
て誰もが暮らしやすいまちづくりにつながる「かわさ
きパラムーブメント」の取組を推進します。

事前キャンプ受入れに的確に対応するため、実
施競技や交流事業の調整、関係機関との協議
等を継続して行います。また、英国を相手国とす
るホストタウンの取組を進め、事前キャンプの受
入れを契機とした交流の絆づくりを進めます。
さらに、英国パラリンピック代表チームと事前キャ
ンプ受入れの契約を締結するため、関係機関と
の協議等を継続して行います。

３　ほぼ目標どおり

英国ホストタウンの取組として、2017年9月に、認知
症の人の生活の質の向上など、さまざまな方法で
人々との結び付きを深める活動を展開している英
国有数の室内管弦楽団マンチェスター・カメラータ
の団員による音楽ワークショップを市内の高齢者
施設で実施した。併せて、川崎市の現状や今後の
可能性などについて意見交換会を開催した。ま
た、2018年3月に、英国のアート団体ドレイク・
ミュージックや国内技術者・デザイナーが参加し、
テクノロジーセッション「障害のある人の音楽表現
を支えるテクノロジーの可能性」を開催。翌日には
トークセッションを開催した。

A.貢献している

東京2020大会の開催を契機として、
英国オリンピック及びパラリンピックの
事前キャンプが川崎市内で行われる
ことは、一流のアスリートと間近に接
し、触れ合うことができる貴重な機会と
なるものであるため。
また、かわさきパラムーブメントはパラ
リンピックに重点を置いた取組であり、
事前キャンプの受入れは、今後パラ
ムーブメントの取組を進めていく上で
大きな契機となるため。

英国オリンピック及びパラリンピック代
表チームの事前キャンプ受入れが確
実となったため、今後は施設整備や関
係団体との調整を的確に進めるととも
に、スポーツや文化など、様々な分野
における英国との交流事業を実施し、
事前キャンプ受入れに向けた気運を
高めていきます。

市民文
化局

藤子・Ｆ・不
二雄ミュー
ジアム事業

４－８－２

7月から新たな原画展を開催するほ
か、季節に応じたフェアを開催
引き続き、多言語の無料音声ガイドの
提供、英語版チラシの配布を実施しま
す。 ３　ほぼ目標どおり

・７月８日からの「ドラえもん×コロコロコミック４０周
年展」、１月２５日からの「キテレツ大百科」×「ドラ
えもん」～江戸時代の発明と未来のひみつ道具～
の開催のほか、季節に応じたフェアを開催しまし
た。
・日本語、英語、中国語、韓国語による無料音声ガ
イドを提供しました。
・海外で配布できる英語版チラシを作成、羽田空
港ほかで配布しました。
・平成29年度入館者数418,297人のうち、外国人
入館者数81,355人（無料音声ガイドに基づく集
計）。

B.やや貢献している

総入館者数は若干減少しています
が、年間40万人を超える来館者があ
る本市を代表する文化施設であり、8
万人を超える外国人を集客していま
す。無料音声ガイドなど、外国人入館
者も楽しめるサービスを提供し、本市
の魅力発信施設として、貢献していま
す。

市を代表する文化施設として、指定管
理者による効率的・効果的な運営をす
るとともに、市民に文化芸術に触れて
もらえる機会を提供します。また、国内
外からも多くの来館者が見込まれるこ
とから、本市の魅力発信施設として、
魅力あるまちづくりを推進していきま
す。

市民文
化局

岡本太郎美
術館管理運
営事業

４－８－２

・企画展「岡本太郎×建築」展、「岡本
太郎と遊ぶ」展、「岡本太郎とメディア
アート」展、「第21回岡本太郎現代芸
術賞」展の開催
・常設展3回開催

３　ほぼ目標どおり

・企画展４回、常設展３回、その他
関連イベントの実施
・フォーリン・プレスセンターを活用
した広報の実施、リーフレットの配
布

B.やや貢献している

来館者数平成29年度73,518人
周辺文化施設や関係団体、町会
等との連携、フォーリンプレスセン
ターの活用等により岡本太郎芸
術の魅力発信に一定の成果をあ
げています。

引き続き、魅力ある展覧会開催や
教育普及事業など美術館活動の
充実に努め、市民文化の振興と
国内外への岡本太郎芸術の魅力
を発信します。

市民文
化局

東海道かわさき
宿交流館運営
管理事業費

４－８－２

外国人にも楽しんでもらえるような魅力的な
新規コンテンツの導入などを検討していき
たいと考えています。 ３　ほぼ目標どおり

展示更新を行い、記念撮影スポットとな
るようなスクリーンの設置や日付ボード
の製作、衣装の追加など外国人の方に
も楽しんでもらえるような「体験型」のコ
ンテンツの導入をしました。

B.やや貢献している

施設内を「見る」だけでなく、衣装
を着脱するなど、実際に「体験」
できるブースの充実を図ることが
できたため。

指定管理者と協議しながら、様々
な世代はじめ外国人等も対象に
含めた市民交流につながるネット
ワークづくり等活動取組を検討し
ていきたいと考えています。

川崎区
役所

日本民家園
管理運営事
業

４－８－２

・多言語音声ガイドの導入
・日英併記の古民家写真集を発売
・英語での園内ガイド実施
・ベトナム語リーフレットの提供開始

３　ほぼ目標どおり

・多言語音声ガイド（英・中・韓）の導入、広
報の実施。
・ベトナム語リーフレットの提供
・フランス語リーフレットの改訂
・タイ語リーフレットの改訂
・英語による園内ガイドの実施
・日英併記の古民家写真集「家―home」の
刊行・販売
・英語版webサイトの充実（アクセス数
45,140）
・日英併記のスタンプ帳製作

B.やや貢献している

外国人入園者数6,342人（前年比
1.07％）
インターナショナルスクールの見
学受入あり

外国人見受け広報とサービスの
充実
・多言語音声ガイドの周知
・英語版webサイトのコンテンツの
充実　等 教育委

員会

国際色豊かなイベ
ントの開催

商業ネット
ワーク事業

４－１－２

全国的に認知され、海外からも注目を集める「カワ
サキハロウィン」をはじめ、アジアンフェスタなどの国
際色豊かなイベントを開催します。

【アジアンフェスタ】
平成29年4月22日（土）・23日（日）開催
後援：（公財）川崎市国際交流協会、在京タイ王国大使
館、中華人民共和国駐日本国大使館文化部、駐横浜
大韓民国総領事館、駐日ベトナム社会主義共和国大使
館
・フォーリンプレスセンターを活用した広報を実施
＜イベント内容＞
・中国、韓国、タイ、ベトナム、インド料理等を気軽に味
わえる”アジア屋台村”や商店街イベントを開催
また、イベントパンフレットを持参するとアジア系料理の
協力店で２日間限定の特典を受けられる
【カワサキハロウィン】(予定)
平成29年10月1日（日）～31日（火）開催
・事前広報でフォーリンプレスセンター（ウォッチジャパ
ンナウ、プレスリリース）等活用
・プレスリリース等を英語版作成
＜イベント内容＞
・28日（土）キッズパレード開催
・29日（日）メインパレード開催
・他に映画祭や”トリックオアトリート”等のイベントを多数
開催

３　ほぼ目標どおり

アジアンフェスタにおいては、アジ
アの多様な文化が共生している川
崎の特徴を活かし、アジア屋台村
や商店街イベントを開催することが
できました。
カワサキハロウィンにおいては、10
月28日（土）に「キッズ・パレード」や
映画祭実施により、注目を集めるこ
とができ、メディアにも多く取り上げ
られました。10月29日（日）のメイン
パレードについては、荒天のため
中止となってしまったものの、初め
て6ヵ国語の外国語通訳による案内
ブースを設置するなど外国人も参
加しやすい国際的なイベントとなっ
ています。

A.貢献している

アジアンフェスタにおいては
在日大使館などの海外団体と
連携をしてイベントを実施して
おり、国際色豊かなイベントに
なっています。
ハロウィンにおいては、全国的
に認知されるとともに、海外か
らも注目を集めるビッグイベン
トに成長しています。

ハロウィンなど国際色豊かなイ
ベントを今後も継続して開催し
ていくため、費用対効果を十
分検討した上で広報物（ポス
ター・パンフレット・ＨＰ等）の外
国語表記拡充など海外に向け
た情報発信の強化を図ってい
く必要があります。 経済労

働局

国内外への発信力のある藤子・Ｆ・不二雄ミュージ
アムや日本民家園などの魅力を積極的に国内外へ
アピールすることにより、川崎の魅力を高めます。

藤子・Ｆ・不二雄
ミュージアム、日
本民家園などの文
化施設の活用



　　③戦略的な情報発信

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

シティプロモーショ
ン推進事業

シティプロ
モーション
推進事業

４－９－１

戦略的な情報発信等により、市民のシビックプライド
の醸成及び対外的な都市イメージの向上を図りま
す。

「川崎日和り」の繁体字版を作成予定
です。

３　ほぼ目標どおり B.やや貢献している

インバウンド対策も含めて対
外的な都市イメージの向上に
つながっているため。

その他翻訳されていない言語
での「川崎日和り」の発行を行
う。 総務企

画局

映像のまち・かわ
さき推進事業

映像のまち・
かわさき推
進事業

４－８－３

多様な映像関係主体で構成する｢映像のまち・かわ
さき｣推進フォーラムを中心として、市内の豊富な映
像資源による活動を促進するとともに、市内のさま
ざまな魅力あるスポットを映像関連のロケ地として活
用するなど、市民が映像に親しむ機会の創出とまち
の魅力の発信をすることで、本市の魅力を高め、映
像文化の振興を図ります。

多様な映像関係主体で構成する｢映像
のまち・かわさき｣推進フォーラムを中
心として、市内の豊富な映像資源によ
る活動を促進するとともに、市内のさま
ざまな魅力あるスポットを映像関連のロ
ケ地として活用するなど、市民が映像
に親しむ機会の創出とまちの魅力の発
信をすることで、本市の魅力を高め、
映像文化の振興を図ります。

３　ほぼ目標どおり

・推進フォーラムが調整・広報を
行って大田区・川崎市連携事業と
して映画『シン・ゴジラ」ロケ地をめ
ぐるバスツアーが開催され。大田区
民だけでなく、全国から参加者が
集まりました。
・かわさきPR映像コンテスト「かわさ
き・えいぞー！」を開催し、川崎市
内外から206件の応募がありまし
た。

A.貢献している

ロケ地ツアー、映像コンテスト
ともに多くの参加者を巻き込
むことができ、映像に親しむ
機会の創出とまちの魅力発信
を行うことができました。

映像によるまちづくりの取り組
みについては、市内の多様な
映像資源の連携により、コンテ
ンツを生かした地域活性化が
進むなど、効果が出ているた
め、関係団体の協力や理解を
得てより効果的な取り組み手
法の検討・実施を図りります。

市民文
化局

　取組の方向性２　海外から人を川崎にひきつけるまちづくり

　　①海外観光客の誘致

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

観光振興事業
観光振興事
業

４－９－２

情報発信や観光案内機能の充実等の取組を進め
るとともに、外国人観光客の誘客を促進します。

・SNSを活用した情報発信
・海外からの教育旅行誘致の推進
・羽田空港等を発着点とした観光モデ
ルコースの開発

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

・Facebookによる多言語での
情報発信等により多くの訪日
前の外国人観光客に対して
情報発信を行うとともに、マ
レーシアからの教育旅行誘
致、観光モデルコースの開発
により、外国人観光客の誘客
を促進しました。
・JR川崎駅北口かわさききた
テラスで外国語による観光案
内を実施しました。

・Facebook等のSNSや海外の
旅行会社へのプロモーション
等により、タイムリーな情報発
信を継続して行います。
・観光案内所における観光モ
デルコースの発信により、市内
観光の促進を図ります。

経済労
働局

産業観光推進事
業

産業観光推
進事業

４－９－２

川崎産業観光振興協議会、市観光協会、商工会
議所等の関係機関と一体となって、本市の産業観
光の推進及び認知度向上を図ります。

・産業観光ツアー、工場夜景ツアーの
推進
・全国各地への修学旅行誘致活動の
展開
・産業観光検定合格者を対象にしたガ
イド養成講座の実施 ３　ほぼ目標どおり A.貢献している

・関係機関との連携による産
業観光ツアーなどの実施によ
り、産業観光の推進を行い川
崎への観光客の来訪を促しま
した。
・地方の旅行会社への修学旅
行の誘致活動により、多くの
学校が川崎の産業観光施設
を訪問しました。
・ガイド養成により産業観光ツ
アーの拡大を図りました。

・引き続き多様な主体と連携を
図り、産業観光を推進します。
・教育旅行の誘致活動を継続
して実施し、多くの修学旅行の
誘致を図ります。
・新たなガイドを養成すること
により、産業観光ツアーの充実
を図ります。

経済労
働局

東京オリンピック・
パラリンピックを契
機とした外国人観
光客の誘致

観光振興事
業

４－９－２

東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、海外か
ら本市を訪れる観光客が増加することが見込まれる
ことから、この機会を生かして、経済・観光の振興等
を図ります。

・ぐるなび等の事業者と連携した取組
・事業者向けセミナー等の開催
・インバウンド向け観光ガイド機能の強
化 ３　ほぼ目標どおり A.貢献している

ぐるなびと連携し、市内飲食
店向けのインバウンドセミナー
を実施し、外国人観光客受け
入れ意識の醸成を図るなど、
観光の振興を図りました。

関係団体や事業者等との連携
により、外国人観光客の受け
入れ態勢の強化を図ります。 経済労

働局



　　②海外ビジターの受入環境の整備

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

国際交流推
進事業

１－２－３

・「誰もが分かりやすい公共サイン整備
に関するガイドライン」の見直しを適宜
行います。
・市内案内表示に係る3言語での翻訳
作業や作成する上でのアドバイス等庁
内各課の支援を行います。

３　ほぼ目標どおり

所管課からの依頼に基づき、案内
表示など公共サインの翻訳を実施
しました。

A.貢献している

公共サインの多言語化支援を
通じて、環境整備を行えたた
め。

引き続き、公共サインの多言
語化支援を行っていきます。

総務企
画局

ユニバーサ
ルデザイン
推進事業

１－２－３

現在、国において、2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会を契機と
した、ユニバーサルデザインのまちづく
りや心のバリアフリーに関する施策の
進め方について検討が行われており、
その動向を踏まえながら、本市のユ
ニーバサルデザインの考え方に関する
一層の検討・整理を行ない、ソフト・
ハードの両面の考え方からなるユニー
バサルデザイン方針の策定を進める。

３　ほぼ目標どおり

ユニバーサルデザイン方針の策定
については、市民への分かりやす
さ・効率的な行政の推進などの観
点から、ユニバーサルデザインの
考え方や取組を第２期パラムーブ
メント推進ビジョンの中に位置付
け、パラムーブメントの展開の中で
効果的に取組を進めることとしまし
た。

B.やや貢献している

第２期パラムーブメント推進ビ
ジョンの中に、ユニバーサル
デザインの考え方や取組を位
置付け、取組を進めることとし
たため。

今後も引き続き、誰もが訪れや
すく暮らしやすいまちに向けた
取組を推進します。

まちづく
り局

事業者・関係団体
等との連携の取組

産業観光推
進事業

４－９－２

グローバル化に伴い増加が見込まれる外国人観光
客等の受入環境の整備に向けて、関係団体や事
業者等と連携した取組を推進します。

・関係団体（観光協会、商工会議所）、
飲食店、ホテル、交通事業者との連携
（セミナーの開催、外国人向け観光案
内ツールの作成等）

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

川崎市観光協会をはじめとす
る関係団体や事業者等と連携
した取組を推進しました。

受入環境の整備のためには、
継続的な取り組みが必要であ
るため、引き続き関連団体や
事業者等と連携を図りながら
取組を進めます。

経済労
働局

公衆無線ＬＡＮ環
境の整備

地域情報化
推進事業

４－２－５

外国人来訪者も含め、市内の誰もが利用できる公
衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境を整備します。

行政施設への公衆無線ＬＡＮ環境の
整備をはじめ、民間のアクセスポイント
や接続アプリを活用した、かわさきWi-
Fiの利用範囲の拡張（利用可能アクセ
スポイント数：全2,000か所以上） ４　目標を下回った

公衆無線ＬＡＮ環境について、民
間事業者との連携の効果が想定よ
りも下回ったため、1,613アクセスポ
イントに止まり、目標を達成すること
ができませんでした。 B.やや貢献している

外国人来訪者も含め、市内の
誰もが利用できる公衆無線
LAN（Wi－Fi）環境の整備を
推進したことから、一定程度の
施策への貢献ができていると
考えます。

東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックに向けた国や通信事
業者の動向を踏まえつつ、引
き続き計画に沿って事業を継
続していきます。

総務企
画局

川崎駅周辺
総合整備事
業

４－５－１

事業着手に向けた手続き支援

３　ほぼ目標どおり

業務・宿泊・商業施設の複合開発
に向けて条例環境影響評価審査
書が公告されました

A.貢献している

A-2街区は駅前の最後の大規
模空閑地であり、当地区の完
成により、本市の玄関口にふ
さわしい都市機能の導入が図
られます。

環境影響評価など、事業着手
に向けた行政手続きを進め、
土地利用誘導を推進します。 まちづく

り局

京急川崎駅
周辺地区整
備事業

４－５－１

民間再開発事業等の事業化に向けた
誘導・支援
・川崎駅北口第２街区10番館ビルの早
期事業着手に向けた調整
・京急川崎駅西街区の事業着手に向
けた調整

３　ほぼ目標どおり 目標どおり達成できました A.貢献している

川崎駅北口第２街区10番館ビ
ルの事業により当該区の整備
は完了します。事業着手の条
件となっていた街区指定手続
きが進められることにより、事
業の早期着手に結びつき、川
崎駅周辺整備の一助となりま
す。

民間の土地利用転換のタイミ
ングを捉え、適正な土地利用
の誘導とともに、これらの進捗
に合わせた脆弱な都市基盤の
再編整備について計画どおり
事業を継続します。

まちづく
り局

国際化を見据えた
都市拠点の形成

羽田空港からのアクセスなど、川崎駅周辺の立地
特性を活かした都市機能の誘導を図ります。

グローバル化に伴い増加が見込まれる外国人観光
客や外国人ビジネス客、外国人市民が、円滑かつ
快適に移動又は滞在できる環境整備を推進しま
す。

市内案内表示の
多言語対応



　取組の方向性３　海外諸都市との戦略的な関係の構築

　　①海外都市との互恵的交流の促進

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

海外諸都市との経
済・産業交流の推
進

海外販路開
拓事業

４－１－１

市内企業の海外への販路の開拓などビジネスの国
際化を支援し、国際競争力の強化等をめざすた
め、海外諸都市との経済・産業交流を推進します。

・瀋陽市等と商談会等を通じたビジネ
スマッチングの実施
・海外からの来訪者に対する視察受入
れ等の対応 ３　ほぼ目標どおり

・中国国際装備製造業博覧会（9
月）において、市内企業の展示会
への出展やビジネスマッチングを
支援しました。
・台湾における環境ビジネス商談
会（11月）において市内企業のビジ
ネスマッチングを支援しました。

A.貢献している

海外における展示会出展、商
談会、海外来訪者の受入れ
等を通じて市内企業のビジネ
ス国際化の支援に繋がる、海
外諸都市との経済・産業交流
を推進しました。

市内企業のニーズに合わせた
展示会や商談会等への出展
や、海外からの視察受入れ等
を通じて、海外諸都市との経
済・産業交流を推進します。

経済労
働局

音楽等による文化
交流の推進

音楽のまち
づくり推進
事業

４－８－３

本市の特色である「音楽のまちづくり」等を生かし
た、海外諸都市との文化交流を推進します。

姉妹都市クロアチア・リエカ市との交流
40周年記念コンサートや友好都市
オーストリア・ザルツブルク市関連のコ
ンサートの開催を予定しています。

３　ほぼ目標どおり

・川崎市・リエカ市姉妹都市都市提携
40周年を記念して平成29年11月22日
にクロアチア共和国大使館他後援のも
と「川崎市・リエカ市姉妹都市提携40周
年記念コンサート」を開催しました。
・友好都市ザルツブルク市文化交流事
業として平成29年5月9日に（第一生命
保険株式会社、国際モーツァルテウム
財団主催、川崎市共催）川崎市・ザル
ツブルク市友好記念コンサート「The
Mozarts」を開催しました。

B.やや貢献している

リエカ市との相互音楽交流が
多数の市民参加のもと盛況に
実施することで、今後の交流
を深化させる礎を築きました。
以上のことから互恵的交流に
貢献したと考えます。

川崎市・オーストリア音楽家交
流コンサートを行っていくと同
時に、平成30年度のオーストラ
リア・ウーロンゴン市（交流30周
年）、平成31年度のアメリカ・ボ
ルティモア市（交流40周年）な
ど節目を迎える姉妹都市との
交流コンサートを実施してまい
ります。

市民文
化局

姉妹・友好都市と
の交流の推進

国際交流推
進事業

４－９－１

姉妹・友好都市との代表団・研修訪問団等の派遣・
受入を行い、友好親善を図るとともに、互恵的関係
の構築に向けた取組を促進します。

・クロアチア・リエカ市との姉妹都市提
携40周年記念事業として、両市の市長
による相互訪問などを行います。
・韓国・富川市へ川崎市選抜チームを
派遣し、青少年によるサッカー交流事
業を行います。
・引き続き、かわさき国際友好使節の
認定等を活用して、市民の国際交流を
支援し、姉妹・友好都市との友好親善
を図ります。

２　目標を上回った

クロアチア・リエカ市との姉妹都市提携40周
年記念事業として、両市の市長による相互
訪問などを行いました。
また、リエカ訪問時に本市友好都市のザル
ツブルク市を訪問し、実施する桜の植樹プロ
ジェクトのオープニングセレモニーにも参加
しました。
さらに、川崎市中学生選抜チームを韓国・
富川市に派遣し、地元クラブである富川ＦＣ
ユースチームと富川総合運動場で親善試合
を２試合行いました。
かわさき国際友好使節を6件認定し、姉妹・
友好都市等との友好親善を図りました。

A.貢献している

姉妹都市提携40周年記念事業
により、両社の友好関係を深める
ことができたため
　また、ザルツブルク市も訪問し
たことにより、リエカ市同様により
深い友好関係を構築できたた
　さらに、平成２８年度、友好都市
提携２０周年記念事業のサッカー
交流の２回目を実施し、、富川市
との交流をより深めることができた
ため

今後とも、それぞれの都市が
持つ特性を活用し、お互いの
メリットを明らかにした互恵関
係が構築できる交流事業を実
施することにより、地域におけ
る国際交流を推進していきま
す。

総務企
画局



【取組方針Ⅲ】多様性を活かしたまちづくりの推進

　取組の方向性１　地域での交流・多文化共生の促進

　　①国際相互理解、国際交流、地域の支え合い

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

（公財）川崎市国
際交流協会と連
携した取組

交流推進事
業

４－９－１

（公財）川崎市国際交流協会補助金を交付すること
により、市民レベルでの国際交流や国際相互理
解、国際友好親善の推進を支援します。

①多言語による情報誌（「ハローかわさ
き」等）やホームページによる情報提供
②イギリス・アクワイナスカレッジのホー
ムスティ受入れ及び海外姉妹・友好都
市への市民交流団の派遣
③市民と外国人との相互理解友好親
善を深めるフェスティバルや、国際交
流と国際理解を推進するイベントや交
流会の開催
④国際・多文化の理解を深める講座
や、国際交流と国際理解を促進するた
めに外国語を習得する各種語学講座
の開催
⑤ボランティアの登録拡充や育成に向
けた研修会や交流会の実施
⑥外国人市民のための生活情報など
の講座開催
⑦外国人留学生への奨学金支給
⑧民間国際交流団体の活動促進と支
援をするのための補助金交付

３　ほぼ目標どおり

①情報誌「ハローかわさき」を6回、6言
語及びやさしい日本語で発行し、ホー
ムページにて各種事業・イベント、講座
ボランティア活動等の情報を発信しまし
た。また、「かわさきイベントアプリ」、
「つなぐっどKAWASAKI」のアプリを活
用した情報提供を行いました。
③7月に、40か国の方に参加いただき
119のコーナーを設けた「インターナ
ショナルフェスティバル」を開催し、
15,400人の来場がありました。また、多
文化共生 推進イベントとして、12月に
留学生及び在住外国人と日本人の交
流イベントを実施、172人が参加しまし
た。
④世界の料理講座をなどを通じた交流
会を実施しました。また、市民向け外国
語講座を実施しました。
⑤ボランティアの研修会や活動支援を
行いました。
⑥外国人のための生活情報講座を5回
実施し、282人の参加がありました。ま
た、外国人市民の災害時の課題を調
査し今後の支援に活かすため、外国人
市民及びボランティアに対する意識ア
ンケートを行い、188人から回答を得ま
した。
⑧国際交流民間団体の育成及び活動
支援並びに補助金交付事業を行いま
した。

A.貢献している

予定どおり実施され、多くの方
に参加・受講等されていて、
期待どおりであったため。

引き続き、より多くの方々に参
加・受講等されるように工夫し
ながら実施していきます。

市民文
化局

川崎市国際交流
センターを活用し
た取組

国際支援セ
ンター管理
運営事業

４－９－１

川崎市国際交流センターにおけるイベント等の開
催を通じて、市民交流を促進し、国際相互理解・文
化理解の促進を図ります。

①図書・資料室、情報ロビー、展示ロ
ビー、ギャラリーなどを活用して、国際
交流、多文化理解、国際協力等に関
する情報の提供・発信やイベント等の
実施
②ホームページ、フェイスブック、ブロ
グにより、センターの事業・施設の情報
をはじめ、生活や国際交流に関する情
報や、川崎市の魅力を、多言語で発信
③メディアや広報紙により各種行事や
施設の利用情報を提供
④外国人市民の日本語学習を支援す
る講座の開催
⑤国際文化を理解するセミナーや講
座などの開催
⑥外国人による日本語スピーチコンテ
ストの実施
⑦外国人のための生活等の相談事業

３　ほぼ目標どおり

①書籍・ＤＶＤなど国際交流関係
図書等の充実を図りました。また、
ロビーにおいて、「カナガワビエン
ナーレ国際児童画展」、「川崎ジュ
ニア文化賞」受賞作品の展示など
を行いました。
②③「センターだより」を10回及び
センターニュース「SIGNAL」を４回
発行しました。また、ホームページ
を多言語対応にリニューアルし、多
言語ブログを拡充しました。
④日本語講座を午前コース（3期・
61回）と夜間コース（3期・35回）を
開催しました。
⑤国際文化理解講座を日本語に
て6回、国際理解講座を英語にて
前・後期各3回、韓国語にて1回、
中国語にて2回開催しました。
⑥平成30年2月に9人の外国人参
加による「日本語スピーチコンテス
ト」を開催しました。
⑦センター内に6か国語（英語のみ
常時対応）に対応した相談窓口を
開設し、日常生活の相談を受け付
けました。また、毎月第3日曜日に
行政書士による専門相談会を実施
しました。

A.貢献している

予定どおり多様な講座、事業
が実施され、多くの方に参
加・受講等されていて、期待
どおりであったため。

引き続き、国際交流センター
における講座、イベント等の開
催を通じて、市民交流や国際
相互理解・文化理解の促進を
図ります。

市民文
化局



こども文化
センター運
営事業

２－１－３

「学習サポート」事業の実施場所につ
いて、ふれあい館での実施に加え、
ニーズが高まっている他地区（1カ所程
度）の実施も検討します。
また、引き続き、ふれあい館において
発信する情報はすべてやさしい日本
語で発信していきます。

３　ほぼ目標どおり

ふれあい館・桜本こども文化センターにおい
て、渡日間もない子どもたちの学習支援とし
て「学習サポート」事業を継続実施。他地区
での実施には至らなかったものの、川崎区
中心に小学生、中学生、高校生、学齢超過
者まで、前年度の56名を上回る62名が参加
しました。また、川崎市ふれあい館において
発信する情報は、すべてやさしい日本語で
発信しました。

A.貢献している

ふれあい館の活動は本取組の内
容も含め、多文化共生や地域コ
ミュニティに資するものとして、大
きな役割を担っています。
平成29年度の利用者数も71,218
人と、昨年度と同様多くの方に御
利用いただいています。

こども未
来局

外国人高齢
者支援事業

１－４－３

・在日高齢者交流クラブ「トラヂの会」
会食会
・識字学級
・ミニデイサービス
・地元学生との交流会
・老人ホーム慰問
・介護サービス手続き関連
・行政サービス等の手続き関連
・生活全般に関する相談  等

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

B.やや貢献している

日本人と在日外国人との交流
や生活全般に関する相談を
行い、多文化共生による地域
社会づくりに寄与しています。

今後も継続して事業を行います。

健康福
祉局

社会教育振
興事業

２－３－２

共生による地域社会づくりを目指し、
外国人市民と日本人市民がともに学び
あい、相互理解を深める事業を実施し
ます。 ３　ほぼ目標どおり

外国人市民と日本人市民がともに
学びあい、相互理解を深める事業
を実施しました。

A.貢献している

事業の実施により、国際相互
理解を深め、地域で共に暮ら
す社会を実現しています。

引き続き、ふれあい館におい
て、交流活動事業や相談事
業、共生による地域社会づくり
を目指した社会教育事業を実
施します。

教育委
員会

外国人学校との交
流の推進

教職員研修
事業

２－２－４

朝鮮初級学校の近隣校や交流校との交流を実施し
ます。また、朝鮮学校と市立学校との「川崎市立学
校児童生徒・神奈川朝鮮学生美術交流展」を開催
します。

・朝鮮学校と市立学校との作品を一堂
に集めた「川崎市立学校児童生徒・神
奈川朝鮮学生美術交流展」を開催しま
す。その中で、1日目に両国によるセレ
モニー、最終日に指導者による研修会
を行います。

３　ほぼ目標どおり

県内朝鮮学校児童生徒や近隣小
学校児童、地域住民などが多く、
来場しました。両国間の文化交流
を図ることができました。

B.やや貢献している

セレモニーでは朝鮮学校児
童と近隣小学校児童の作品
鑑賞の活動を通して、多文化
理解を図ることができました。
また両国の指導者による研修
会を行い、両国の造形、美術
教育の振興を図ることができ
ました。

作品展による一定の成果が毎
年上がっている為、同様に継
続したいと思います。

教育委
員会

幸区多文化
共生推進事
業

幸区

①多文化コンサート
②多文化フェスタさいわい
③多文化トレイン

３　ほぼ目標どおり

①及び②は同日に開催し、1,200
人の来場がありました。
③は、多文化共生理解に資する講
座を計画通り5回実施し、計281人
の参加がありました。 A.貢献している

多文化コンサート、フェスタ及
び多文化トレインを通じて、多
文化共生について考えるよい
機会となっており、また、日本
人と外国人市民の交流の場を
提供することもできています。

引き続き多文化共生の考え方
を啓発していく必要性があり、
この事業目的に沿って、各イ
ベント・講座の内容や運営方
法について、地域のニーズや
実行委員会の人的資源を勘
案しながら、見直し・改善して
いきます。

幸区役
所

高津区多文
化共生推進
事業

高津区

①多文化防災訓練
②地域めぐりバスツアー
③料理・文化講習会
④多文化共生講演会
⑤外国人の子どもと保護者の子育てひ
ろば

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

外国人市民は増加傾向にあ
り、事業のニーズは高いと考
えられます。

民族や文化の異なる多様な住民
がともにコミュニティの一員として
交流し、支え合う地域づくりが求め
られることから、日常生活に即した
多様な体験・交流の機会を通じ、
相互理解を進める事業を引き続き
実施していきます。

高津区
役所

麻生区多文
化共生推進
事業

麻生区

①多文化交流フェスタ
②フェスタ実施に向けた外国人区民に
よる講演会等のプレイベント

３　ほぼ目標どおり

麻生区多文化フェスタ２０１７
１２月９日（土）参加者延べ１６９名
・音楽と踊り
・外国人トーク
・フィンガーフード・パーティー
・ワークショップ
講演会等のプレイベントについて
は、フェスタ内で外国人トークとして
併せて実施しました。

B.やや貢献している

多文化交流フェスタ内で実施
された料理イベントや舞台発
表に、外国人市民の参加が複
数あったことで、日本人と外国
人の交流だけではなく、多様
な国の外国人同士の交流、繋
がりづくりもできたと思います。

日本人も外国人も共に生きる
麻生区づくりを図るためには、
区内の幅広い世代を対象とし
た外国人市民との身近な交流
が必要になるので、より幅広い
世代、多様な国の外国人参加
者を募る方法を検討しつつ、
継続して実施します。

麻生区
役所

多文化共生推進
事業

区内に居住する外国人市民を含む区民が相互理
解を深め、地域に住むよき隣人としての関わりを体
感し、多様性がもたらす地域の豊かさへの気づきと
なる交流機会を提供します。

日本人と在日外国人との交流施設であるふれあい
館において、学習サポート事業、外国人高齢者との
交流活動事業や相談事業、共生による地域社会づ
くりを目指した社会教育事業を実施します。

川崎市ふれあい
館を活用した取組



　　②外国人市民の社会参画

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

外国人市民施策
推進事業

外国人市民
施策推進事
業

５－２－１

国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、す
べての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自
立した市民として共に暮らすことができる「多文化共
生社会」の実現をめざします。

・定例会　8回開催
・臨時会　1回開催
・市民まつり等の行事への参加
・ニューズレター　3回発行
・2017年度年次報告書の作成
・10月1日現在の提言の取組状況調査
・平成30年3月31日　「本邦外出身者
に対する不当な差別的言動の解消に
向けた取組の推進に関する法律に基
づく　「公の施設」利用許可に関するガ
イドライン」施行
・ヘイトスピーチ防止のための啓発活
動実施（ヘイト広報業務委託、各区モ
ニターでの動画放送・ポスター掲示
等）

３　ほぼ目標どおり

○代表者会議第11期2年目の運営
・定例会8回開催、臨時会（オープ
ン会議）1回開催
・11月に開催したオープン会議で
出た来場者からの意見の審議への
反映
・市民まつり等の行事への参加
・ニューズレター3回発行
・2017年度年次報告書の作成
○所管課への働きかけ
・10月1日現在の提言取組の進捗
状況調査
〇11月9日　「本邦外出身者に対
する不当な差別的言動の解消に向
けた取組の推進に関する法律に基
づく　「公の施設」利用許可に関す
るガイドライン」を策定・公表し、3月
31日施行
〇6月にヘイトスピーチ防止のため
の集中的啓発活動実施

A.貢献している

・代表者会議2年目の集大成
として、3つの提言を取りまとめ
て市長に報告しました。2017
年以前の提言については、一
定の成果が得られた施策はな
かったものの、各所管課では
調査・検討を行い、提言への
対応を可能なことから取り組ん
でいることを確認しました。
・目標どおりガイドラインを策
定し、ヘイトスピーチ対策を実
施しました。

近年外国人市民が増加すると
ともに、様々な国から在留資格
も多様な人々が来日するなど
多様化が進んでいます。オリン
ピック・パラリンピックも控えて
いることから、今後さらに外国
人市民のニーズに合わせた施
策が重要となるため、今後も事
業を継続します。
また、引き続き、ヘイトスピーチ
解消に向けた取組を、継続し
て実施していきます。

市民文
化局

市立学校への外
国人市民の講師
派遣

多文化共生
教育推進事
業

２－２－１

地域の外国人市民等に「民族文化講師」として自国
の文化を児童生徒に伝えるボランティア活動を依
頼し、市立小学校、中学校、高等学校、特別支援
学校に派遣する、「学校の中でできる多文化ふれあ
い交流会」を実施します。

・5月実施校事前説明会を開催しま
す。
・6月～3月各学校で事業を実施しま
す。
・2月「報告交流会」の開催します。
・実践事例の資料や意見交換の記録
を「実践収録」に掲載し各学校に配布
します。

３　ほぼ目標どおり

延べ１５１名の民族文化講師を派
遣し、市内小中学校5１校で実施し
ました。

A.貢献している

実施校の担当教員からの報
告や、子どもたちたちの感想
を通じて多文化共生教育につ
いての理解を深めるのに有効
であったと判断することがで
き、施策への効果はありまし
た。

これまでの取組が、市内小中
学校に定着してきており、今後
も現状の事業内容、事業規模
を維持しながら、継続的に取り
組んでいきます。 教育委

員会

住民投票制度の
運営

自治推進事
業

５－１－１

本市の住民投票制度では、選挙権の有無にかかわ
らず、幅広い住民が投票に参加できるよう、その投
票資格者に外国人住民を含めています。

・６か国語のリーフレット等を用いた広
報の継続実施

３　ほぼ目標どおり

６か国語のリーフレット等を用いた
広報を引き続き実施しました。

A.貢献している

多言語広報を用いて住民投
票制度の周知を促進し、外国
人住民の社会参画機会に関
する情報提供に貢献しまし
た。

住民投票実施の有無に関わら
ず、継続的に住民投票制度周
知に向けた広報等の取組みを
実施します。

市民文
化局



　取組の方向性２　誰もが暮らしやすい環境づくり

　　①コミュニケーション支援

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

外国人市民
施策推進事
業

５－２－１

・10月1日現在の多言語広報資料の現
状調査及び進捗状況の把握
・多言語広報資料一覧の配布及び市
ＨＰでの公開
・広報資料の多言語化に向けた取組
の働きかけ

３　ほぼ目標どおり

・多言語広報資料について、全庁
に現状調査を行い、10月1日現在
の資料一覧をまとめ、区役所や関
係機関を通じて市民へ配布すると
ともに、市ＨＰで公開しました。
・外国人市民施策に関わる庁内の
関係課で組織される会議で、広報
資料の多言語化の推進を依頼しま
した。

B.やや貢献している

庁内外への広報や庁内への
働きかけにより、多言語広報
資料の合計言語数が、毎年
増加しているため。

近年外国人市民が増加すると
ともに、様々な国から在留資格
も多様な人々が来日するなど
多様化が進んでいます。オリン
ピック・パラリンピックも控えて
いることから、今後さらに外国
人市民のニーズに合わせた施
策が重要となるため、今後も事
業を継続します。

市民文
化局

減量リサイク
ル推進事業

３－２－２

2016年度と同様の取組を実施します。
（対象者）川崎市内に居住する外国人
市民

３　ほぼ目標どおり

資源物とごみの分け方・出し方（外
国語版）を8,500部作製。
日本語（ルビ付き）、英語、中国
語、ポルトガル語、スペイン語、韓
国・朝鮮語、タガログ語で表記

B.やや貢献している

市内に居住する外国人市民
に対し、分別方法や排出マ
ナーについて周知を図ること
ができました。

市内に居住する外国人市民の
ため、資源物とごみの分け方・
出し方（外国語版）のリーフ
レットを必要に応じて作製し、
分別方法・排出マナーの周知
を図ります。

環境局

事業系ごみ
減量化推進
事業

３－２－２

川崎市内で事業を営む外国人に対
し、日本語（ルビ付き）、英語、中国語、
ポルトガル語、スペイン語、韓国・朝鮮
語、タガログ語で表記された事業系ご
み処理方法に係るリーフレットを配布し
ます。

３　ほぼ目標どおり

川崎市内で事業を営む外国人に
対し、外国語版リーフレットを配布
しました。

B.やや貢献している

配布した事業者の理解のも
と、事業系ごみの適正処理を
図ることができました。

今後も引き続き、対象事業者
にリーフレットを配布し、事業
系ごみの適正処理を図ってい
きます。

環境局

①国民健康
保険事業
②国民年金
の運営業務

１－５－１

①6ヶ国語版の国民健康保険のしおり
の配布
②8ヶ国語の国民年金制度のパンフ
レットの配布

３　ほぼ目標どおり

①国民健康保険に新規に加入す
る外国人被保険者の方に対する制
度周知、窓口説明用のために、日
本語版と同時に各区へ送付できま
した。
②日本年金機構からのデータの提
供を受け速やかにパンフレットを印
刷し各区へ送付できました。

B.やや貢献している

多言語に対応する広報資料
の提供ができたため。

日本語がわからない外国人市
民への制度周知を図るため、
引続き計画どおり事業を継続
します。 健康福

祉局

介護保険事業 １－４－２

6ヶ国語版「こんにちは介護保険です」
の市HPでの公開。

３　ほぼ目標どおり

日本語版の改訂が無かった為、2016年度に
作成した6ヶ国語版の内容を継続して、介護
保険に新規加入する外国人被保険者の方
に対する制度周知のために、市HPで公開し
ました。

B.やや貢献している

多言語に対応する広報資料
の提供ができたため。

日本語がわからない外国人市民
への制度周知を図るため、制度改
正等の内容を踏まえ、引続き計画
どおり事業を継続します。

健康福
祉局

コンタクトセンター
における多言語対
応

コンタクトセ
ンター運営
事業

５－１－２

コンタクトセンター「サンキューコールかわさき」にお
いて、多言語の問合せ等をお受けします。

・コンタクトセンター「サンキューコール
かわさき」において、英語による電話、
メール、ＦＡＸ及び手紙に対応並びに6
言語（中国語、韓国語・朝鮮語、ポルト
ガル語、スペイン語、タガログ語、フラ
ンス語）による電話（３者通話）に対応
し、応対情報源を利用して可能な限り
回答します。
・英語及び中国語のＦＡＱ（よくある質
問とその回答）をホームページに掲載
し、それぞれ新規項目の追加及び既
存の項目の修正を行います。

３　ほぼ目標どおり

目標どおり達成できました。

A.貢献している

サンキューコールかわさきで
外国語対応するとともに、外
国語のFAQをホームページに
掲載することにより、外国人市
民のコミュニケーションを支援
することができたため。

外国人市民のコミュニケーショ
ンを支援するため、現状のまま
継続します。

総務企
画局

識字学習活動の
支援

社会教育振
興事業

２－３－２

外国人市民等が日本での生活を円滑に営めるよ
う、教育文化会館及び各市民館、川崎市ふれあい
館にて、日常生活に必要な基礎的日本語を身につ
けるための学習を支援します。

教育文化会館及び6市民館、川崎市
ふれあい館にて14の日本語教室を開
設運営します。

３　ほぼ目標どおり

教育文化会館及び6市民館、川崎
市ふれあい館にて14の日本語教
室を開設運営しました。

A.貢献している

29年度の日本語教室への参
加者は、延べ1万人を超えて
います。

引き続き、外国人市民等が日
本での生活を円滑に営めるよ
う、教育文化会館及び各市民
館、ふれあい館にて、日常生
活に必要な基礎的日本語を身
につけるための学習を支援し
ます。

教育委
員会

日本語学習支援
者等の連携

多文化共生
教育推進事
業

２－２－１

教育文化会館及び市民館の識字学級ボランティ
ア、ふれあい館、民族文化講師派遣団体などの市
民や、関係する学校教職員、市民館、行政職員か
らなる外国人教育推進連絡会議を開催し、情報交
換や意見交換を行います。

「外国人教育推進連絡会議」を年2回
開催し、学校教育・社会教育等の幅広
い分野で多文化共生の社会をめざし
た取組の共有を図ります。 ３　ほぼ目標どおり

「外国人教育推進連絡会議」を11
月と2月の２回開催し、学校教育・
社会教育等の幅広い分野で多文
化共生の社会をめざした取組の共
有を図りました。

A.貢献している

学校教育・社会教育における
様々な取組状況の情報共有
を図ることでき、施策への効果
はありました。

情報交換等から出てきた意見
を踏まえながら、今後も現状の
開催回数を維持しながら、継
続的に開催してまいります。

教育委
員会

広報資料の多言
語化の推進



区役所窓口
等サービス
充実改善事
業

麻生区

引き続き多言語案内を実施すること
で、適切な区役所サービス及び必要な
情報の提供を行います。

３　ほぼ目標どおり

ＴＶ通訳システムを活用し、タブレット型
情報端末画面上のオペレータを通じ
て、３言語（英語・中国語・韓国語）の
「言語案内」と「手話案内」のサービスを
提供した。窓口において、外国人住民
等が諸手続きを行う際に、円滑なコミュ
ニケーションの確保が図られ、より一層
の区役所サービスの向上に繋がった。

A.貢献している

円滑なコミュニケーションの確
保が図られたことにより、区役
所サービス向上に貢献できて
いる。

引き続き多言語案内を実施す
ることで、適切な区役所サービ
ス及び必要な情報提供を行
う。 麻生区

役所

区民サービ
ス向上事業

川崎区

長時間の使用に対応するため、ＴＶ通
訳と並行して使用時間に制限のない
電話通訳サービスを3回線並行導入す
る事で、区民課、保険年金課及び支所
区民センター以外の積極的に使用で
きなかった部署での需要に対応してい
きます。また、新たにヒンドゥー語、ネ
パール語及びタイ語にも対応を開始し
ます。このほか、業者独自の取組でフ
ランス語、ロシア語にも対応していま
す。

３　ほぼ目標どおり

　平成28年6月から導入したＴＶ通
訳システム（区役所1台各支所1台
ずつ）に加え、平成29年４月から長
時間の通訳を必要とする福祉系業
務を中心に区役所内3台（区民課
フロア1台、児童家庭課フロア1台、
保護課1台）の電話通訳も導入。

A.貢献している

平成29年度の使用実績は、
TV通訳で年間2,125分、電話
通訳で2,639分あり、相当数の
需要があるため。

今後は設置場所などの検討を
含め、短時間での利用はTV、
長時間は電話と住み分けがで
きるように職員への啓発を行
う。

川崎区
役所

区民サービ
ス向上事業

川崎区

情報の定期的な見直しと適宜更新を
行います。

３　ほぼ目標どおり

多言語に対応した総合案内板を使
用しています。

A.貢献している

多言語に対応した総合案内
板を設置し、外国人市民にも
該当の窓口が分かりやすく、
利用しやすい区役所になって
いると考えられるため。

　情報の定期的な見直しと適
宜更新を行います。

川崎区
役所

区役所等管
理運営事業
（幸区）

幸区

英語等のフロア案内サインや窓口案内
サインの継続設置

３　ほぼ目標どおり

英語等のフロア案内サインや窓口
案内サインを設置することで、適切
な窓口案内ができています。

A.貢献している

外国人市民にも分かりやすい
窓口表示を行えたため。

継続的に設置します。

幸区役
所

区役所管理
運事業

中原区

情報の定期的な見直しと更新をしま
す。

３　ほぼ目標どおり

多言語に対応した総合案内板を作
成しています。また正面玄関前の
「中原区役所」表示について英語
表記を追加しました。

A.貢献している

英・中・韓の３ヶ国語に対応し
た総合案内板を設置し、外国
人市民にも使いやすい区役
所となっています。

情報の定期的な見直しと更新
をします。

中原区
役所

区役所サー
ビス向上事
業

高津区

左記案内板を使用した外国人市民の
案内を継続して実施します。

３　ほぼ目標どおり

多言語総合案内板により、様々な
国籍の来庁者に対し庁舎を案内す
ることができました。

B.やや貢献している

多言語総合案内板により、
様々な国籍の来庁者に対し
庁舎を案内することができて
います。

適宜、情報の更新を行ってい
きます。

高津区
役所

区役所等管
理運営事業
（宮前区）

宮前区

多言語総合案内板により、様々な国籍
の来庁者に対する案内を継続して実
施します。 ３　ほぼ目標どおり

多言語総合案内板により、様々な
国籍の来庁者に対し庁舎を案内す
ることができました。 A.貢献している

多言語総合案内板により、
様々な国籍の来庁者に対し
庁舎を案内することができて
います。

引き続き多言語総合案内板に
より、様々な国籍の来庁者に
対し庁舎を案内していきます。

宮前区
役所

区役所等管
理運営事業
（多摩区）

多摩区

多摩区役所1階アトリウムに設置の多
言語総合案内板にて案内・情報提供
を実施しております。 ３　ほぼ目標どおり

多言語総合案内版により、様々な
国籍の来庁者に対し庁舎窓口等を
案内することができました。 A.貢献している

様々な国籍の来庁者に対し
庁舎窓口等を案内することが
できており、来庁者の利便性
の向上に寄与できているた
め。

引き続き総合案内版以外にも
多言語表示を行うなど、誰に
でも利用しやすい庁舎を目指
します。

多摩区
役所

区民会議運
営事業(麻
生区)

麻生区

引き続き必要な案内・情報提供を行い
ます。

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

引き続き必要な案内・情報提
供を行います。

麻生区
役所

メルマガ「インター
コムかわさきく」の
配信

広報・広聴
事業

川崎区

地域団体と協働で、外国人市民向けに携帯メール
マガジン配信事業を実施し、外国人市民に生活情
報を届けます。

引き続き、７言語（英語、中国語、ポル
トガル語、スペイン語、タガログ語、ベト
ナム語、やさしい日本語）による行政情
報・地域情報の配信します。 ３　ほぼ目標どおり

地域団体との協働で、外国人市民向け
にメールマガジン配信事業を実施し
た。対象言語は7言語（英語、中国語、
スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、
ベトナム語、やさしい日本語）で、行政
情報を週2回以上、地域情報を月2回
以上配信した。

B.やや貢献している

行政情報を週2回以上、地域
情報を月2回以上、７言語で
携帯電話メールマガジンによ
り配信することにより、外国人
市民に対して生活に役立つ
情報を発信することができた。

今後は、外国人市民に対す
る、より効果的な情報発信に向
けた取組を検討していきます。

川崎区
役所

TＶ通訳システム
による対面式多言
語案内

外国人の来庁者に対し、タブレット端末を活用した
テレビ通訳システムを導入し、多言語による対面式
の案内を行います。多言語案内を提供することで、
外国人市民にも利用しやすい区役所を目指しま
す。

外国人の来庁者に向けて、区役所内に多言語で併
記した総合案内板を設置し、外国人市民にも使い
やすい区役所を目指します。

区役所総合案内
板の多言語化



区民サービ
ス向上事業

川崎区

現行のまま、配布体制を継続します。

３　ほぼ目標どおり

すべての外国人転入者に対して専
用のウェルカムセットの配布を徹底
し、現在まで取り組みを続けていま
す。

B.やや貢献している

案内については、各制度の担
当課で作成しているパンフ
レット等の詰め合わせで配布
用セットを作っているに過ぎ
ず、制度ごとに使用言語など
について、規格が統一されて
いる訳ではない。

現行のまま、配布体制を継続
します。

川崎区
役所

区役所等管
理運営事業
（幸区）

幸区

外国人向け資料コーナーの継続設置

３　ほぼ目標どおり

外国人向け資料コーナーを設置、
集約することで生活に必要な情報
を提供することができています。 A.貢献している

外国人市民が情報を得る際
に、情報を集約することで付
帯する情報も得られる機会が
提供できたため。

継続的に設置します。

幸区役
所

区役所サー
ビス向上事
業

中原区

情報の定期的な見直しと更新をしま
す。

３　ほぼ目標どおり

区役所庁舎１階に外国人向け資料
コーナーを設置するとともに、７ヶ国
語に対応したフロア案内を作成し
ています。 A.貢献している

外国人市民が必要とする情報
の提供をしています。

情報の定期的な見直しと更新
をします。

中原区
役所

区役所等管
理運営事業
（高津区）

高津区

左記情報コーナーにて多言語資料の
配布を継続して実施します。

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

他課からの依頼のある資料を
配布するため。

今後も継続して配布していく。

高津区
役所

区役所等管
理運営事業
（宮前区）

宮前区

外国人向け資料コーナー設置の継続

３　ほぼ目標どおり

外国人転入者に有用であると考え
られる資料を一か所にまとめて設
置。必要に応じ資料の入替を行い
ました。

A.貢献している

様々な国籍の来庁者に対し、
生活に必要な情報を提供する
ことができているため。

引き続き外国人転入者に対す
る情報発信の1つの場所として
機能させていきたい。 宮前区

役所

窓口サービ
ス改善推進
事業

多摩区

引き続き生活に必要な情報提供を行
います。

３　ほぼ目標どおり

外国人向け資料コーナーを設置
し、情報提供を行っている。また、
転入時の窓口案内等の外国語版
を作成し配布を行っている。

B.やや貢献している

転入等、来庁時の案内ではス
ムーズに対応でき貢献してい
る。また、転入時等に限らず
行政情報の提供という点にお
いて貢献している。

窓口受付時、および常時コー
ナーを設置することで情報提
供をおこなっているとともに、
個別の案件については窓口で
対応している。また、内容の変
更が生じた場合には適宜修正
しており、現状のまま継続して
いくことが妥当である。

多摩区
役所

区民会議運
営事業(麻
生区)

麻生区

引き続き生活に必要な情報提供を行
います。

３　ほぼ目標どおり

転入手続きの際、
・川崎市に住む外国人の皆さんへ
・川崎市「資源ごみとごみの分け
方・出し方」
・川崎市防災マップ（麻生区）
を配布し、生活に必要な情報提供
を行った。

A.貢献している

外国人転入者にもわかりやす
い冊子を配布することで、生
活に必要な情報提供を行うこ
とができた。

引き続き生活に必要な情報提
供を行う。

麻生区
役所

外国人転入者に
対する生活に必
要な情報提供

外国人転入者に対する外国語版冊子の配布や、
外国人向け資料コーナーの設置等により生活に必
要な情報を提供します。



　　②生活支援

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

国際交流センター
等を活用した外国
人相談の実施

交流推進事
業

４－９－１

外国人市民からの日常生活等に関する相談に助
言を行うとともに、必要に応じて関係機関等と連携
し、生活上の課題をサポートします。

国際交流センター、区役所における外
国人市民のための生活等の相談事業
を実施します。

３　ほぼ目標どおり

国際交流センターでは、6か国語に
対応（英語のみ常時対応）した相
談窓口を開設、川崎区役所及び麻
生区役所では、3か国語（タガログ
語、中国語、英語）対応した相談窓
口を開設(各言語月2回）し、日常
生活の相談を受け付けました。な
お、国際交流センターでは、毎月
第3日曜日に行政書士による専門
相談会を実施しました。

A.貢献している

多くの方に利用されているた
め。

引き続き、国際交流センター
において、外国人市民のため
の生活等の相談事業を実施し
ます。区役所における相談事
業については、外国人市民が
区役所・支所へ相談・手続等
に来庁する際の通訳派遣事業
へ変更して実施します。

市民文
化局

言語や生活習慣
等の違いに配慮し
た相談支援

障害者日常
生活支援事
業

１－４－４

外国人等で障害福祉サービスが必要な状態にある
場合、各区保健福祉センターや地域の相談支援セ
ンター等において、言語や生活習慣等の違いに配
慮したきめ細やかな相談支援を行います。

各区保健福祉センターや地域の相談
支援センター等において、言語や生活
習慣等の違いに配慮したきめ細やか
な相談支援を行います。 ３　ほぼ目標どおり

各区保健福祉センターや地域の相
談支援センター等において、言語
や生活習慣等の違いに配慮したき
め細やかな相談支援に努めまし
た。

B.やや貢献している

複雑化・多様化している利用
者ニーズの把握に努め、相談
支援に取り組みました。

利用者ニーズに即した、相談
支援の質の向上に取り組みま
す。 健康福

祉局

民間賃貸住宅等
居住支援推進事
業

民間賃貸住
宅等居住支
援推進事業

１－４－６

高齢者、障害者、低所得者、外国人等の居住の安
定に向け、多様な主体との連携により入居支援や
入居後の生活支援等の取組を推進します。

賃貸人向けのセミナーの実施や入退
去に伴う各種手続きを整理したガイド
ブックの作成を行います。また、要配慮
者から相談を受けた場合に物件のあっ
せんまで繋げられる支援を試みる予定
です。

３　ほぼ目標どおり

・川崎市居住支援制度の円滑な利用
ができるよう、不動産関係団体、福祉事
業者、区役所窓口等へ制度の周知を
行いました。
・昨年度設立した川崎市居住支援協議
会にて、入居・居住継続支援をまとめ
た「居住支援ガイドブック」を作成しまし
た。
・住宅確保要配慮者から相談を受け、
物件のあっせんまで行う入居支援体制
（相談窓口）を構築しました。
・居住支援制度に関する多言語のパン
フレットを改訂し、庁内外国人相談コー
ナーへ配布しました。

B.やや貢献している

・居住支援協議会にて、外国
人市民の居住支援を行って
いる団体の会員など、様々な
会員が、外国人をはじめとし
た住宅確保要配慮者の入居
支援を検討している。
・住宅確保要配慮者からの相
談窓口にて、外国人からの相
談を受け付けた際には、外国
人市民の居住支援を行って
いる団体と連携し、支援を行う
仕組みを構築した。

引き続き、居住支援制度の推
進とともに、居住支援協議会に
おいても、住宅確保要配慮者
の入居支援に繋がる取組みを
進めます。

まちづく
り局

医療通訳スタッフ
の派遣

救急医療体
制確保対策
事業

１－６－１

外国人市民が安心して医療サービスを受けられる
よう、必要な患者に医療通訳スタッフを派遣します。

かながわ医療通訳派遣システム自治
体推進協議会に参加し、システムの諸
課題について協議・検討を行います。
また、通訳派遣や研修等に係る費用の
一部を負担します。

３　ほぼ目標どおり

平成29年度神奈川県内の医療通
訳派遣件数5,879件（うち川崎市居
住者の利用実績1,341件）

A.貢献している

神奈川県内の派遣件数は、
平成27年度5,820件、平成28
年度6,227件と年々増加傾向
にあり、多くの利用実績があり
ます。

外国人市民が安心して医療
サービスを受けられるよう、引
き続き事業を行います。 健康福

祉局

ＤＶ被害者支援へ
の通訳ボランティ
ア派遣

女性保護事
業

２－１－４

外国人被害者への支援の充実に向けて、通訳者の
確保や支援団体等との連携を強化するとともに、文
化や制度の違い等に配慮した対応に努めます。

DV被害者の相談支援及び自立支援
に際し、被害者が日本語の不自由な
外国人であった場合に通訳を派遣しま
す。

３　ほぼ目標どおり

より達成できた部分として、日本語の不
自由な外国人のDV被害者に対して、
婚姻や子どもの国籍取得など、法律的
にも難しい問題に関して、支援団体等
と連携しながら通訳者を確保して取り
組むことができた。

A.貢献している

通訳ボランティアを介すること
によって、複数の弁護士と相
談できるようになり、外国人に
対して多様な選択肢を提供で
きたため。

今後もより支援団体と連携し、
通訳ボランティアを拡充する。

こども未
来局

外国人高齢者福
祉手当の支給

外国人高齢
者支援事業

１－４－３

戦前に渡日した外国人に対し、川崎市外国人高齢
者福祉手当を支給することにより、外国人高齢者の
福祉の向上を図ります。

・川崎市外国人高齢者福祉手当の支給

３　ほぼ目標どおり

川崎市外国人高齢者福祉手当の
支給　対象者79人（平成30年3月）

A.貢献している

対象者に川崎市外国人福祉
手当を支給することにより、外
国人高齢者の福祉の向上が
図られているため。

外国人高齢者の福祉の向上
を図るため、今後も事業を継
続していきます。 健康福

祉局

外国人心身障害
者福祉手当の支
給

障害者手当
等支給事業

１－４－５

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴
い、同法の施行日（昭和57年１月１日）前に20歳に
達していた外国人等で障害基礎年金等を受給でき
ない中度以上の心身障害者等に対し、外国人等心
身障害者福祉手当を支給します。

平成29年度も引き続き支給額（月額）
を平成28年度と同額とし、支給対象者
数4名と見込みます。
・支給額（月額）
　　重度　44,500円　中度　32,500円
・支給対象予定者数　4人
　　　（重度3名、中度1名）

３　ほぼ目標どおり

対象者に対し、以下を支給しまし
た。
・支給額（月額）
重度　44,000円　中度　32,500円
・支給対象予定者数　4人
【重度3名、中度1名】

B.やや貢献している

取組内容通りに支給を行った
ため。

引き続き、要件を満たす外国
人心身障害者等に対し、外国
人等心身障害者福祉手当を
支給します。 健康福

祉局

救急医療機関へ
の補助

救急医療体
制確保対策
事業

１－６－１

神奈川県内の救急医療機関において、医療費の
負担能力に欠ける外国籍の川崎市内在住者に係
る救急医療機関に関し発生した損失医療費（14日
以内の入院医療が対象）について補助します。

神奈川県内の救急医療機関におい
て、医療費の負担能力に欠ける外国
籍の川崎市内居住者に係る救急医療
機関に関し発生した損失医療費（14日
以内の入院医療が対象）について補
助します。

３　ほぼ目標どおり

医療機関からの補助金申請がな
かったため、補助実績はありません
でした。

B.やや貢献している

医療費の負担能力に欠ける
外国籍の川崎市内居住者に
対する救急医療の提供を確
保しています。

医療費の負担能力に欠ける外
国籍の川崎市内居住者に対
する救急医療の提供を確保す
るため、引き続き事業を行いま
す。

健康福
祉局



　　③外国人及び外国につながりのある児童生徒等の教育支援

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

外国人学校児童
等への補助

地域におけ
る子育て支
援の推進

２－１－１

市内の外国人学校に通う児童等の健全育成及び
外国人学校と公立学校等との交流を図るために補
助します。

引き続き、市内の外国人学校に通う児
童等の健康・安全及び外国人学校と
公立学校等との交流を図るために補
助します。

３　ほぼ目標どおり

市内の外国人学校2校に対し、外
国人学校児童等健康・安全事業補
助金及び外国人学校児童等多文
化共生・地域交流事業補助金をそ
れぞれ交付しました。 A.貢献している

市内の外国人学校に通う児童
の防犯・防災等の安全確保事
業に対する補助を行いまし
た。また、外国人学校が主催
する、文化的、体育的な地域
の交流事業に対する補助を
行いました。

外国人学校に通う児童等の健
全な育成を推進するため継続
して実施します。

こども未
来局

海外帰国・外国人
児童生徒相談事
業

海外帰国・
外国人児童
生徒相談事
業

２－２－２

学校と関係機関が連携して、日本語が不自由な児
童生徒等の相談・就学体制づくりを進めます。ま
た、日本語指導等協力者（学習支援員）を派遣する
とともに、特別の教育課程による日本語指導体制づ
くりを進めます。

・日本語指導が必要な児童生徒等の
相談・就学体制づくりを進めるため、海
外帰国・外国人児童生徒に対して教
育相談を実施します。
・初期の日本語指導及び中学３年生へ
の学習支援として、日本語指導等協力
者を派遣します。
・特別の教育課程による日本語指導体
制づくりのために、帰国・外国人児童
生徒教育担当者研修会において、取
組について周知します。
・国際教室において、特別の教育課程
による日本語指導を実施します。

３　ほぼ目標どおり

・海外帰国・外国人児童生徒に対
して、176件に及ぶ教育相談を実
施しました。
初期の日本語指導及び中学3年生
への学習支援として、新規に182名
の児童生徒に対して日本語指導等
協力者を派遣しました。
・帰国・外国人児童生徒教育担当
者研修会を年間2回実施し、特別
の教育課程による日本語指導体制
作りのための取組を周知しました。

A.貢献している

教育相談とそれに連動した日
本語指導等協力者の派遣に
より、相談・就学体制づくりを
図ることができました。国際教
室が設置されている学校にお
いて、特別の教育課程による
日本語指導を実施することが
できました。

海外帰国・外国人児童生徒は
増加傾向にあり、日本語指導
が必要な児童生徒の相談及
び円滑な学校生活への適応を
支える体制整備は重要である
と考えます。児童生徒への支
援のみならず、学校、保護者も
含めて成果が表れている事業
であることから、今年度と同様
に継続したいと思います。

教育委
員会

地域日本語教育
の推進

社会教育振
興事業

２－３－２

市民館等地域における外国人市民の日本語学習
支援のあり方について官民の関係機関や市民、学
識経験者と研究協議を行い、多文化共生社会へ向
けたよりよい識字・日本語学習支援システムについ
て方策を検討します。

・地域における外国人市民の日本語
学習支援のあり方を考える「川崎市地
域日本語教育推進連絡調整会議」を
開催します。
・ボランティアの情報交換と研究の場と
して、「地域日本語連絡会」と「地域日
本語ネットワークのつどい」を開催しま
す。

３　ほぼ目標どおり

「川崎市地域日本語教育推進連絡
調整会議」、「地域日本語連絡
会」、「地域日本語ネットワークのつ
どい」を開催しました。

A.貢献している

29年度は「川崎市地域日本語
教育推進連絡調整会議」、
「地域日本語ネットワークのつ
どい」をそれぞれ1回開催し、
「地域日本語連絡会」を12回
開催しました。

引き続き、地域における外国
人市民の日本語学習支援の
あり方について、官民の関係
機関や市民、学識経験者と協
議を行い、多文化共生社会へ
向けたよりよい識字・日本語学
習支援について検討します。

教育委
員会

就学援助・
就学事務

２－２－２

引き続き、「外国人保護者用就学ハン
ドブック」（７言語）を、新入学対象年齢
で住民登録のある外国籍児童生徒が
いる家庭、及び市立小学校６学年に在
学する外国籍児童がいる家庭に送付
し、就学機会の確保に努めます。

３　ほぼ目標どおり

就学案内を7言語で作成し、「外国
人保護者用就学ハンドブック」（7言
語）と共に該当する家庭に送付した
数は、次のとおりです。
新小学1年生：248人
新中学1年生：152人

A.貢献している

市立小中学校への就学を希
望する外国籍児童生徒への
周知方法として有効であり、就
学に係る手続や準備準備など
の不安の解消を図ることがで
きることから、効果があると考
えています。

市立小中学校への就学を希
望する外国籍児童生徒への
周知方法として有効であるた
め、引き続き実施します。 教育委

員会

多文化共生
教育推進事
業

２－２－１

市立小学校へ入学する外国籍の家庭
に就学にかかわる手続きや準備などの
説明が掲載されている「外国人保護者
用就学ハンドブック」を送付します。
（７ヶ国語版）

３　ほぼ目標どおり

該当する家庭をはじめ、各学校や
区役所等の関係機関に配布しまし
た。（配布総数３，４１２冊）

A.貢献している

ハンドブックは、日本の教育システ
ム、学校での学習内容、就学手続、
川崎市における多文化共生教育推進
について説明しており、外国につなが
る子どもたちの円滑な編入学、及びそ
の後の学校生活を安心して過ごすた
めに有用であると考えます。

引き続き、該当する家庭をはじ
め、各学校や区役所等の関係
機関に配布し、事業を継続し
てまいります。 教育委

員会

外国人保護者の
状況に配慮した情
報提供

海外帰国・
外国人児童
生徒相談事
業

２－２－２

外国人保護者の状況に配慮し、必要に応じて資料
にルビ振りを行うなど、円滑な情報提供の実現を目
指します。

帰国・外国人児童生徒教育担当者研
修会等において、外国人保護者の状
況に応じて、ルビふりや平易で分かり
やすい日本語表現による円滑な情報
提供の必要性を周知します。

３　ほぼ目標どおり

帰国・外国人児童生徒教育担当者
研修会を年間2回実施し、外国人
保護者の状況に応じた、情報提供
の必要性を周知しました。 B.やや貢献している

帰国・外国人児童生徒教育担
当者研修会を年間2回実施
し、ルビふりや平易で分かりや
すい日本語表現による円滑な
情報提供の必要性を周知しま
した。

外国人児童生徒の増加に伴
い、取組の必要性も増してきて
いるため、今年度と同様に継
続したいと思います。 教育委

員会

幸区こども学習サ
ポート事業

幸区こども
学習サポー
ト事業

幸区

ＮＰＯと区民サポーターが連携して、外国につなが
る小中学生への学習支援活動と、サポーターの養
成を行うことで、区民の主体的な活動を進めます。

①学習支援ボランティア養成講座
②外国につながる子どもの東小倉学
習サポート教室（毎週）

３　ほぼ目標どおり

当初の計画通り、①の学習サポー
ト教室を年間43回実施しました。登
録している子どもは16名となり、前
年度と比べ増加しました。②の養成
講座については、5回連続講座を1
回実施し、参加者15名、うち学習サ
ポート教室のサポーターに3名が登
録しました。

A.貢献している

区内における外国人市民や
外国につながる子どもは増加
しており、日本の学校の学習
や生活習慣におけるサポート
はますます必要とされていま
す。

登録した子どもが教室に通い
続けたいと思えるよう、学習内
容の更なる充実を図っていき
ます。また、保護者や学校関
係者の理解が欠かせませんの
で、引き続き周知を行っていき
ます。

幸区役
所

市民団体と連携し
た学習支援

外国籍等こ
ども学習支
援事業

麻生区

市民団体による、日本語を母語としない児童・生徒
への学習支援（学校内支援及び地域支援）を行い
ます。

外国籍等の児童・生徒に対して学校の
要請に基づき授業や放課後の中で個
別指導を行い、長期休業（夏休み等）
時は区内の公共施設で麻生区内の希
望者を対象とした集団指導を行うな
ど、学習が遅れがちな外国籍等の児
童・生徒に対する学習支援を実施。

３　ほぼ目標どおり

 平成29年度については小学生13
名、中学生4名の学習支援を、それ
ぞれの通学している学校に出向い
て実施しました。また、長期休業中
（夏休み等）には希望者及びその
保護者を交えた支援を行いまし
た。

A.貢献している

それまで授業での日本語の意
味や言葉の内容に戸惑いが
あった部分も、学習支援の実
施により日本語での読み書き
や内容の理解・把握が可能と
なり、生活上の課題解決につ
ながっている。

今後学校側からの支援要請に
対し、関係機関と引き続き連
携を強化し、学習支援活動の
効率化を図りながら実施して
いく。

麻生区
役所

新入学対象となる外国籍の児童生徒の保護者に７
言語で作成した就学案内を配布・周知し、就学機
会の確保に努めます。また、９言語で作成した就学
援助制度の簡易案内を各学校へ配布し、制度の周
知をします。

外国人保護者用
就学ハンドブック



　　④子育て支援

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

外国人母子保健
サービスの提供

母子保健指
導・相談事
業

２－１－３

子育てをする外国人市民に対し、外国語版母子健
康手帳の配布や両親学級や乳幼児健康診査受診
時における通訳ボランティアの派遣など、日本語が
不慣れな外国人市民の子育て支援を行います。

継続して実施する。

３　ほぼ目標どおり

子育てをする外国人市民に対し、外国
語版母子健康手帳の配布や両親学級
や乳幼児健康診査受診時における通
訳ボランティアの派遣など、日本語が
不慣れな外国人市民の子育て支援を
実施しまいした。

A.貢献している

子育てをする外国人市民に対し、外
国語版母子健康手帳の配布や両親
学級や乳幼児健康診査受診時にお
ける通訳ボランティアの派遣等によ
り、日本人市民と同様の子育て支援を
受けることが可能となっています。

日本語が不慣れな外国人市民の
子育て支援のため、今後も継続し
て事業を実施していきます。 こども未

来局

保育所での言語
や生活習慣等の
違いへの配慮

公立保育所
運営事業

２－１－２

子どもの状態や家庭状況などに十分配慮し、それ
ぞれの文化を尊重した適切な援助を行います。

引き続き交流保育や体験保育の受け
入れを行っていきます。

３　ほぼ目標どおり

子どもや保護者、家庭状況などに
十分配慮し、それぞれの文化を尊
重した適切な援助を行った。 A.貢献している

公立保育園には様々な国籍
のお子さんが入所している
が、それぞれの園で文化を尊
重しながら対応し、援助を
行ったため。

これからも様々な国籍のご家
庭のお子さんの入所が見込ま
れるため。 こども未

来局

地域包括ケ
ア推進に関
する業務

川崎区

「地域子育て支援センターのごあんな
い」「もうすぐ１年生」「子育てガイドさん
ぽみち」外国語版（英語・中国語・タガ
ログ語・韓国・朝鮮語・スペイン語・ポル
トガル語）を作成、配布予定。

３　ほぼ目標どおり

【実績】
「地域子育て支援センターのごあんな
い」「もうすぐ１年生」「子育てガイドさん
ぽみち」外国語版（英語・中国語・タガ
ログ語・韓国・朝鮮語・スペイン語・ポル
トガル語）を作成、配布
【成果】
外国語版等の子育て情報を発信して、
外国につながる方への支援を行うこと
ができました。

A.貢献している

６か国語外国語版等の情報を
発信することで、外国につな
がる保護者の育児支援を行う
ことができたため。

引き続き外国語版等の子育て
情報を発信して、外国につな
がる方への子育て支援を行い
ます。

川崎区
役所

地域包括ケ
ア推進に関
する業務

中原区

外国人市民向けに、より分かりやすい
内容に見直しながら、平成２９年度版
子育てガイドブックを発行します。

３　ほぼ目標どおり

ガイドブックを8,000部作成し、区内
関係機関、出生届及び母子手帳
交付の窓口等で配布しました。

A.貢献している

ガイドブックを8,000部作成、配布
し、広く子育てを支援していま
す。

引き続き、ガイドブックを発行し、
区内関係機関、出生届及び母子
手帳交付の窓口等で配布します。

中原区
役所

地域包括ケ
ア推進に関
する業務

高津区

今後も外国籍市民に適切な子育て情報を
提供できるよう、関係機関と連携し、子育て
情報ガイドブック改訂版を作成・配布しま
す。

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

英語の表現や日本語のルビを修
正し、適切な子育て情報を提供し
ました。

外国籍の方の育児支援のページ
は現段階である程度充実している
ためです。

高津区
役所

地域包括ケ
ア推進に関
する業務

多摩区

生活や子育てに必要な手続きや子どもを預ける
場所、子どもの関係で相談したいときや病気に
なった時などの窓口等について、外国籍の親子
のためのページで、ふりがな付き日本語及び英
語で情報提供します。

３　ほぼ目標どおり

【実績】　4,000部を発行し、母子手帳交付者
や乳幼児家庭の区内転入者・希望者及び
区内の子育て支援団体・関連機関等に配布
しました。　　　　　　　　　　　　【成果】　外国
人親子等に直接または子育て支援者を介し
てブックの配布を行うことで、地域子育て情
報を伝えることができました。

A.貢献している

ブックの配布を母子手帳交付
時だけでなく、一歳半・三歳半
健診時に配布するなど配布方
法を工夫しています。

情報の内容等について、今後
もニーズに合わせて検討して
いきます。 多摩区

役所

地域包括ケ
ア推進に関
する業務

麻生区

平成29年9月に6,000部を発行予定

３　ほぼ目標どおり A.貢献している

発行部数を維持し、窓口、訪
問、各子育て支援関連施設
等での配架にて、必要な区民
に配布している。

掲載情報の改訂をしながら、
継続していく。 麻生区

役所

地域包括ケア
推進に関する
業務

中原区
子育てサロンの開催

３　ほぼ目標どおり
目標どおり達成できました。

A.貢献している

区内７地区１９か所で毎月１回子育てサロン
等を開催し、どなたでも参加しやすい環境
を整え子育てを支援しています。

区内７地区１９か所で毎月１回子
育てサロン等を開催します。

中原区
役所

地域包括ケア
推進に関する
業務

宮前区

こどもサポート南野川における子育て
サロンの継続

３　ほぼ目標どおり

・子育てサロン全10回、イベント6回実
施
・参加者数（子育てサロン185人、イベ
ント57人）

A.貢献している

・国籍に関係なく、野川地域を主とした乳幼
児期の子どもをもつHP誤射が足を運べる
場として、育児不安の解消や育児について
の情報交換の場として参加し、自然な交流
があった為。

宮前区
役所

多摩市民館施
設管理・使用許
可業務

多摩区
・４月～３月（８月は除く）全１１回開催予定
・主に外国人の親子を対象としたフリース
ペース

３　ほぼ目標どおり
サロンの周知が進み、参加者が増
えてきた。

B.やや貢献している
サロン参加をきっかけに子育て仲間が増え
たという人が増えている。子育て世代の孤
立化防止に役立っている。

参加者の声を聞きながら、より利
用しやすいサロンを継続して開催

多摩区
役所

通訳及び翻訳バ
ンク事業

地域包括ケ
ア推進に関
する業務

川崎区

日本語の読み書きが不慣れな子どもと保護者を支
援するため、子育て関係機関や窓口において通訳
や翻訳の必要が生じた時に、通訳や翻訳の協力を
得ることにより、これらの子どもや保護者が孤立する
ことを防止します。

通訳及び翻訳を１６９件実施予定。

２　目標を上回った

【実績】
通訳及び翻訳を196件実施
【成果】
日本語が不慣れな子どもと保護者の育
児支援を行うことができました。

A.貢献している

通訳及び翻訳を196件実施し、　日本
語が不慣れな保護者の育児支援を行
うことで、これらの子どもや保護者が孤
立することを防止することができたた
め。

通訳及び翻訳により、引き続
き、
日本語が不慣れな子どもと保
護者の育児支援を行います。

川崎区
役所

乳幼児保護者へ
の子育て情報の
発信

ルビ付きや多言語による子育てガイドブックの配布
により外国人市民の子育てを支援します。

子育てサロンの開
催

乳幼児と保護者の交流の場である子育てサロンの
開催等により外国人市民の子育てを支援します。



　　④危機管理

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

多言語による防災
啓発

地域防災推
進事業

１－１－１

防災啓発冊子「備える。かわさき」や避難所等を記
載した「防災マップ」の多言語版を配布することによ
り、外国人市民の防災意識の向上を図ります。

防災啓発冊子「備える。かわさき」や避
難所等を記載した「防災マップ」の多言
語版を配布することにより、外国人市
民の防災意識の向上を図ります。 ３　ほぼ目標どおり

備えるフェスタ等のイベントや地域
での防災講座の場で他言語版の
「備える。かわさき」や「防災マップ」
を配布し、外国人市民の防災意識
の向上に取り組みました。

A.貢献している

備えるフェスタ等のイベントや
地域での防災講座の場で多
言語版の「備える。かわさき」
や「防災マップ」を配布し、外
国人市民の防災意識の向上
に取り組んだ。

全市民にとって必要な防災に
関する情報を多言語化して情
報提供することで、外国人市
民にとって暮らしやすい環境
づくりに貢献していく。

総務企
画局

災害時における多
言語支援センター
の設置

交流推進事
業

４－９－１

災害時の外国人支援を円滑に行うため、本市の要
請により（公財）川崎市国際交流協会が川崎市災
害時多言語支援センターを設置し、外国人市民へ
提供する情報等の翻訳、外国人からの相談・問合
せ等への対応、多言語放送への協力などを行いま
す。

引き続き、（公財）川崎市国際交流協
会、かわさきＦＭと連携し、多言語支援
センター設置訓練を実施するとともに、
訓練結果を踏まえて、同センター運営
についてのマニュアルの見直しを行い
ます。

３　ほぼ目標どおり

平成30年1月に多言語支援セン
ター設置訓練を関係全機関参加の
もと、ロールプレイングにより実施し
ました。実施後、各機関において
検証を行い、マニュアルの見直しを
行いました。

A.貢献している

災害時の外国人への情報提
供は、市の危機管理としても
重要なものであるため。

災害時に、川崎市災害時多言
語支援センターが十分に機能
するよう、引き続き、設置訓練
等を実施し、災害に備えます。 市民文

化局

国外における感染
症危機管理事象
に関する情報発
信

公衆衛生に
関する試験
検査等業務

１－６－３

国際的な感染症に係る危機管理事象について、Ｗ
ＨＯや各国の保健省が公表している情報等を収
集、解析し、感染症情報発信システム（KIDSS）の機
能の1つである「情報共有掲示板機能」を活用し、
市内医療機関や庁内登録部署に発信します。

国際的な感染症に係る危機管理事象
発生時に、迅速に情報を収集し、感染
症情報発信システム（KIDSS）を利用し
て市内医療機関や庁内登録部署に情
報発信を行います。 ３　ほぼ目標どおり

輸入麻しん症例等が発生した際
に、迅速に情報を収集し、感染症
情報発信システム（KIDSS）を利用
して市内医療機関や庁内登録部
署に情報発信を行いました。 A.貢献している

海外における感染症の流行
状況に加え、輸入麻しん症例
等の情報を関係機関へ迅速
に提供して注意喚起を行うこ
とで、医療機関における適切
な診断及び感染拡大防止に
貢献しています。

ジカウイルス感染症や中東呼
吸器症候群（MERS）等、国際
的な感染症に係る危機管理事
象が毎年発生していることか
ら、今後も継続して感染症情
報発信システム（KIDSS）を利
用した情報発信を行う必要が
あります。

健康福
祉局

１１９番通報の多
言語対応

消防指令体
制整備事業

１－１－４

119番通報に多言語で対応することにより、迅速、
的確な指令体制を確保します。

引き続き、119番通報に多言語で対応
することにより、迅速、的確な指令体制
を確保します。 ３　ほぼ目標どおり

平成２９年度中、４０件の事案に対
応しました。

A.貢献している

適正に処理しており、業務遂
行に支障がないため

市内の外国人住民人口は増
加傾向にあるため、今後引き
続き事業を継続する必要があ
ります。

消防局

外国人市民等向
け防災啓発

身近な環境
整備事業

川崎区

川崎区は市内で最も多くの外国人市民が居住して
おり、言語や文化の違いから災害弱者になりやす
い側面もあるため、訓練や啓発を通じて防災意識
の向上を図ります。

川崎区は市内で最も多くの外国人市
民が居住しており、言語や文化の違い
から災害弱者になりやすい側面もある
ため、外国人市民が多く居住している
隣接の東京都大田区や横浜市鶴見区
と連携し、訓練や啓発を通じて防災意
識の向上を図ります。

３　ほぼ目標どおり

外国人市民が多く居住している隣
接の横浜市鶴見区等と連携し、カト
リック貝塚教会、川崎市ふれあい
館、川崎市教育文化会館におい
て、防災講座や消火訓練、煙体験
などを実施しました。

A.貢献している

3箇所で約150名の方に参加
いただき、講座等を通じて防
災に関する知識を深められま
した。またそれぞれの避難所
を確認するなど、「わたしの防
災手帳」を作成し、防災力向
上を図りました。

事業継続のため、引き続き、隣
接する自治体や関係機関と連
携し、外国人市民の防災力向
上等を図っていきます。 川崎区

役所



　取組の方向性３　グローバル都市・川崎を担う人材の育成・活用等

　　①互いを尊重し合う、グローバル社会にふさわしい市民意識の醸成

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

人権尊重教育の
研究実践

人権尊重教
育推進事業

２－２－１

在日外国人の多住地域にある小・中学校におい
て、人権教育を基盤とした多文化共生教育の充実
に向けて、実践授業の展開や児童生徒指導等の
研究実践を行います。

在日韓国・朝鮮人の多住地域にある
小・中学校において、人権教育を基盤
とした多文化共生教育の充実に向け
て、実践授業の展開や児童生徒指導
等の研究実践を行う
・授業研究会の実施

３　ほぼ目標どおり

11月27日に人権尊重教育実践推
進校の桜本中学校を会場に、授業
研究報告会を開催しました。市内
の中学校の教員が参加し、多文化
共生教育の推進について教職員
の理解を深めるために、研究協議
を行いました。

A.貢献している

出席者からのアンケートの結
果や研究協議での発言内容
から、授業研究を通して、多
文化共生についての理解の
高まりについて有効であった
と判断することができ、施策へ
の効果はありました。

これまでの取組が、市内小中
学校の多文化共生教育の推
進に生かされてることから、今
後も現状の事業内容、事業規
模を維持しながら、継続的に
取り組んでいきます。

教育委
員会

平和・人権学習講
座の開催

社会教育振
興事業

２－３－２

平和や人権の尊重について学び、共に生きる地域
社会の実現を目指します。

教育文化会館及び6市民館にて、平
和・人権学習講座を8事業実施しま
す。

３　ほぼ目標どおり

教育文化会館及び6市民館にて、
平和・人権学習講座を12事業実施
しました。

A.貢献している

平和・人権学習講座に延べ
1,180人の参加者がいました

引き続き、平和や人権の尊重
について学び、共に生きる地
域社会の実現を目指します。 教育委

員会

市民への人権意
識の普及 人権関連事業 ５－２－１

様々な人権課題に対する正しい知識の普及に努め
るとともに、市民一人ひとりが互いの人権を尊重で
きるように効果的な広報や普及活動を充実します。

・川崎市人権施策推進基本計画「人権
かわさきイニシアチブ」に基づく施策の
推進
・第２期川崎市人権施策推進協議会の
運営、答申とりまとめ
・第３期川崎市人権施策推進協議会
設置に向けた準備
・人権問題に対する対応（川崎市人
権・男女共同参画推進連絡会議幹事
会性的マイノリティ専門部会の運営、
拉致被害者家族を支援するかわさき
市民のつどいの開催等）
・関係機関と連携した人権意識の普及
（かわさき人権フェア、ピープルデザイ
ンシネマ、川崎市人権学校の開催等）
・効果的な人権研修の推進

３　ほぼ目標どおり

・企業向けＬＧＢＴセミナーの実施と
ピープルデザインシネマにおける
「情報共有ルール」の設置は本市
初の取組となった。
・人権研修をより効果的に実施する
ため、総務企画局行政改革マネジ
メント推進室と共催で年に２回職員
向け人権研修を実施した。

A.貢献している

計画どおり取り組んだことに加
え、⑧に記載したように、初の
取組や関係局と連携した効果
的な取組をがあったため。

人権課題が多様化しているこ
とから、啓発手法においては、
常に改善が必要であるため。

市民文
化局



　　②グローバル人材の育成

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

高校における国際
理解教育の推進

魅力ある高
校教育の推
進事業

２－２－１

市立商業高校（平成29年度より幸高校に校名変
更）・橘高校において、国際理解教育推進の柱とし
て、「国際理解教育講演会」等を行います。

夢21展開事業、高大連携事業におけ
る「途上国理解プログラム」等を実施予
定。

３　ほぼ目標どおり

講演会では、NPO法人の方を招い
て、英語の教科書に掲載されてい
る国について講演を行っていただ
き理解を深めるなど、授業との連携
も図っている。 A.貢献している

生徒に国際理解の意識が高
まっているのが感じ取れるた
め。

現状維持をしながら、必要に
応じて改善を行う。

教育委
員会

海外語学研修の
実施

魅力ある高
校教育の推
進事業

２－２－１

市立商業高校(平成29年度より幸高校に校名変
更）・橘高校における研修プログラムとして、2年次
に2週間程度、オーストラリアの現地校に通いなが
ら、ホームステイを体験します。

昨年に引き続き、夏季休業期間中に
同一の現地校への訪問を実施予定。

３　ほぼ目標どおり

事前指導及び事後指導の充実に
より効果を増している。

A.貢献している

海外研修終了後も現地校との
関係が良好で、現地校からの
ホームステイも実施されたた
め。

現状維持をしながら、必要に
応じて改善を行う。

教育委
員会

自国の歴史・伝
統・文化の習得に
よるアイデンティ
ティの醸成

英語教育推
進事業

２－２－１

日本文化に対する深い理解を前提としたグローバ
ル人材育成のため、他国との共通点や相違点を踏
まえながら、自国の歴史、伝統、文化に関する教育
の充実を図り、児童生徒のアイデンティティを醸成
します。

・総合的な学習の時間における国際理
解教育に関わる学習への支援・指導を
行います。
・学習指導要領実践事例集における
自他の文化を認め合う心情の育成に
向けた
実践を掲載していきます。

３　ほぼ目標どおり

・市内小・中学校の総合的な学習
の時間において、国際理解教育に
関連する学習活動が行われ、その
中で諸外国への理解を深めるとと
もに、自国の文化の理解も併せて
深めました。
・学習指導要領実践事例集を教職
員に配付し、活用を促しました。

A.貢献している

諸外国への理解を深めるとと
もに、自国の文化を振り返り、
その理解につながっていま
す。

・市立小・中学校において、児
童生徒の実態に応じた国際理
解教育を推進します。
・学習指導要領実践事例集の
中に国際理解教育に関する内
容を掲載し、学校現場におけ
る実践の一助となるようにしま
す。

教育委
員会

英語教育推進事
業

英語教育推
進事業

２－２－１

外国人と直接コミュニケーションを図る機会を増や
し、異文化を受容する態度を育成するため、小・中・
高等学校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置しま
す。また、教員研修の充実を図ります。

・外国語指導助手（ＡＬＴ）を小・中学校
に76名（小中同一ＡＬＴ配置13組28
校）、高等学校に5名を配置し、小学校
5・6年生の各クラスで年間35時間、中
学校の各クラスで年間約35時間の授
業を行います。また、小学校中学年で
のＡＬＴとの授業をさらに拡充します。
・英語教育推進リーダー中央研修に、
小学校2名、中学校2名、高等学校１名
の教員が参加します。
・国の中央研修を受けた英語教育推
進リーダーを講師とする指導力向上研
修を各校種で継続実施します。

３　ほぼ目標どおり

・外国語指導助手（ＡＬＴ）を小・中
学校に76名（小中同一ＡＬＴ配置
13組28校）、高等学校に5名を配置
し、小学校5・6年生の各クラスで年
間35時間、中学校の各クラスで年
間約35時間の授業を行いました。
また、小学校中学年でのＡＬＴとの
授業を拡充しました。それにより、
外国人と直接コミュニケーションを
図る授業を展開し、児童・生徒の英
語によるコミュニケーション能力を
育成しました。
・英語教育推進リーダー中央研修
に、小学校2名、中学校2名、高等
学校１名の教員が参加しました。
・国の中央研修を受けた英語教育
推進リーダーを講師とする指導力
向上研修を各校種で継続実施しま
した。

A.貢献している

児童生徒が外国語を用いて
積極的にコミュニケーションを
図ろうとする態度が育成され
ています。

現在進められている英語教育
改革、および新学習指導要領
の外国語教育拡充に対応する
ための事業の充実を図ります。

教育委
員会

特色ある中高一貫
教育の推進

中高一貫教
育推進事業

２－２－１

川崎高校及び附属中学校において、6年間の体系
的・継続的な、特色ある教育を推進し、国際都市川
崎をリードするたくましい人材の育成を目指します。

1・2年生　イングリッシュキャンプ
全学年　イングリッシュチャレンジ
H30年度実施海外語学研修の準備 ３　ほぼ目標どおり

イングリッシュキャンプ、イングリッシュ
チャレンジへの全員参加、及び
H30年度実施海外語学研修には７割
以上の生徒が参加を希望している。 A.貢献している

生徒が各種検定などに意欲
的に取り組み、結果を出して
いるため。

海外語学研修の実施及び６年
間の体系的な学びを継続す
る。 教育委

員会

国際交流員を活
用した人材育成の
推進

国際交流推
進事業

４－９－１

海外から招致した国際交流員を活用したグローバ
ル人材の育成につながる事業を実施します。

国際交流員が得意とする分野を中心
に、研修時に行ったアンケート結果を
内容を踏まえた効果的な研修を実施し
ます。

３　ほぼ目標どおり

平成30年3月19日に異文化コミュニ
ケーション研修を開催し、20名の参
加を得ました。

A.貢献している

研修を通じて、異文化コミュニ
ケーションに関する理解向上
を図り、市民等へ伝える力・市
民等と対話する力を養成でき
たため。

引き続き、海外から招致した国
際交流員を活用したグローバ
ル人材の育成につながる事業
を実施します。

総務企
画局



　　③市職員の意識の向上

①取組名
③事務事業
名

④施策番
号

⑤取組の内容 ⑥2017（平成29）年度の取組内容
⑦「⑥2017（平成29）年度の
取組内容」に対する達成度

⑧取組内容の実績等（⑥の取組内
容に対し、「未達成部分」又は「より
達成できた部分」を記入してくださ

い。）

⑨施策への貢献度（評
価）

⑩評価の理由 ⑫今後の方向性
⑮担当
局

国際交流推
進事業

４－９－１

「グローバルサポーター登録制度」に
登録した職員に対し、外国要人等を応
接する研修を設定し、国際理解や接
遇能力等の向上を図ります。 ３　ほぼ目標どおり

グローバルサポーターに対して2件
（計4人）研修を実施しました。

A.貢献している

所属の垣根を越えて、国際理
解や接遇能力等の向上を図
る研修を実施できたため。

引き続き研修を設定するととも
に、新規採用職員を中心に追
加募集を行い、職員全体の国
際理解向上等を図ります。

総務企
画局

人材育成推
進事務 ５－２－１

階層別研修の中で多様な市民の人権意識
を身につける研修を実施します。
・新規採用職員研修にて「人権意識を身に
つける」
・採用2年目職員研修（eラーニング）にて
「人権意識」
・中堅職員研修にてて「中堅職員として必
要な人権意識」
・係長研修Ⅰにて「係長職に求められる人
権意識」
・新任課長研修にて「管理職に求められる
人権意識」
・任期付職員研修（eラーニング）にて「人権
意識を身につける」
・技能・業務職員研修にて「人権意識を身
につける」

３　ほぼ目標どおり

各研修の修了者数

・「新規採用職員研修」323人
・「採用2年目職員研修」275人
・「中堅職員研修」218人
・「係長研修Ⅰ」213人
・「新任課長研修」113人
・「任期付職員研修」48人
・「技能・業務職員研修」32人 A.貢献している

⑧のとおり、階層別研修を実
施できた。

引き続き階層別研修内で継続
して実施する。

総務企
画局

外国人市民
施策推進事
業

５－２－１

・引き続き、階層別研修で「人権」に関
する研修を実施します。

３　ほぼ目標どおり

階層別研修の「人権科目」において、
外国人市民施策をはじめとする本市の
人権施策についての講義を実施。
【講義講師】
・新規採用職員：4月、１回
・中堅職員研修：8月、1回
・係長研修Ⅰ：2月、1回
・新任課長研修：4月、1回
・技能、業務職員研修：11月、1回
【eラーニング教材提供】
・採用2年目研修
・任期付き職員研修

B.やや貢献している

研修をすることにより、人権意
識や多文化共生意識の啓発
につながりました。

国際化が進み、社会情勢の変
化などにより、人権に関わる課
題も変容し、時代のニーズに
合わせ、人権尊重の視点を施
策に反映する必要があるた
め、今後も継続します。

市民文
化局

教職員への人権・
多文化共生研修
の実施

教職員研修
事業（一部）

２－２－４

教職員の悉皆研修に、人権尊重教育を組み入れ、
それぞれのライフステージに応じて人権・多文化共
生に関する研修を行います。また、人権尊重教育
担当者への研修により、人権・多文化共生の意識
啓発を行います。

・引き続き、教職員の悉皆研修である
初任者研修、2校目異動者研修、10年
経験者研修、15年経験者研修、教頭
研修、新任校長研修、校長研修などに
おいて、人権尊重教育を組み入れ、そ
れぞれのライフステージに応じた人権・
多文化共生についての研修を行いま
す。
・人権尊重教育推進担当者研修を年４
回実施し、各学校における人権尊重
教育の推進に努めます。

３　ほぼ目標どおり

・教職員の悉皆研修である初任者
研修、2校目異動者研修、10年経
験者研修、15年経験者研修、教頭
研修、新任校長研修、校長研修な
ど、それぞれのライフステージに応
じた人権・多文化共生についての
研修を実施しました。
・人権尊重教育推進担当者研修を
年４回実施し、各学校における人
権尊重教育の推進に努めました。

B.やや貢献している

教職員のそれぞれのライフス
テージに応じた悉皆研修とし
て毎年継続して実施すること
により、人権・多文化共生に関
しての意識や理解が図られて
います。

今後も引き続き教職員のライフ
ステージに応じた研修に人権
尊重教育を組み入れることに
より、人権・多文化共生につい
ての理解が図られると考えま
す。 教育委

員会

政策課題の調査
研究

都市政策研
究事業

５－１－１

本市職員（研究員）による研究チームを編成し、施
策への反映を目的に重要な政策課題に関して国内
外の調査研究を行うことにより、職員の政策能力向
上、政策課題の共有化を図ります。

「ＡＩ時代の行政戦略」について、本市
職員（研究員）による研究チームを編
成し、政策形成能力の向上及び施策
への反映を目的に政策課題研究を実
施します。

３　ほぼ目標どおり

平成29年12月11日～15日の期間
でAI、IoTなどデジタル化に向けた
取組を幅広く行っているシンガ
ポール共和国に政策課題研究員7
名を派遣し、JSTシンガポール事務
所、シンガポール国立研究財団、
Govtec等の政府機関のみならず、
富士通アジア、ダッソーシステム
ズ、NEC等、民間企業も多数視察
し、意義のある調査研究をすること
ができました。

A.貢献している

今年度のテーマである「ＡＩ時
代の行政戦略」について、国
内外の先進事例を調査研究
し、政策課題研究報告書にま
とめ、全庁向け報告会を実施
したことにより、職員の政策形
成能力の向上、及び政策課
題の共有化が図れました。

今後も時宜に適った政策課題
について調査研究し、政策提
言を行います。

総務企
画局

外国人市民への
対応・広報に関す
る意識啓発

外国人市民
施策推進事
業

５－２－１

「やさしい日本語」の研修などを通じて、市職員等
へ外国人市民への対応・広報に関する意識啓発を
行います。

・外国人市民への広報等に有効な研
修の開催
・外国人市民施策関係所管課で構成
される庁内会議の開催

３　ほぼ目標どおり

・外国人市民への広報等に有効な
「やさしい日本語」の研修を局内職
員向けに開催。参加者22名。
・庁内の外国人市民施策専門部会
を開催し、「広報のあり方に関する
考え方」を説明し、周知しました。

B.やや貢献している

研修や会議を通じて、災害時
も含む外国人市民への情報
提供に対する課題を認識する
ことから、施策への反映が期
待できます。

2015年度の外国人市民代表
者会議の提言「やさしい日本
語に関するガイドラインの作
成」について、川崎市国際交
流協会と連携して、ガイドライ
ンの作成に向けて引き続き調
整を進めていきます。

市民文
化局

多文化共生、国際
理解・接遇研修の
実施

多文化共生意識の醸成や国際理解の向上などを
図るため、各職位に応じた講義や希望職員への研
修を実施します。


